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トピックス　  まちの話題 

９
月
３
日
（
火
）
に
青
森
県
庁
で
行
わ
れ

た
表
彰
式
で
、
二
川
原
智
伊
子
さ
ん
が
令
和

６
年
度
青
森
県
健
康
づ
く
り
事
業
功
労
者
等

表
彰
を
受
賞
し
ま
し
た
。
こ
の
賞
は
、
地
域

住
民
の
健
康
づ
く
り
に
貢
献
し
た
個
人
や
団

体
に
贈
ら
れ
る
も
の
で
す
。

今
回
の
受
賞
は
、
二
川
原
さ
ん
が
大
鰐
町

食
生
活
改
善
推
進
員
会
会
長
及
び
大
鰐
町
健

康
づ
く
り
推
進
協
議
会
委
員
と
し
て
、
食
生

活
に
関
す
る
健
康
推
進
な
ど
長
年
に
わ
た
る

活
動
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
な
り
ま
す
。

県
の
表
彰
式
後
、
大
鰐
町
役
場
を
訪
れ
、

受
賞
に
つ
い
て
町
長
へ
報
告
し
ま
し
た
。

大
鰐
温
泉
商
店
会
が
主
催
す
る
第
21
回
ち

ど
り
あ
し
祭
が
９
月
20
日
（
金
）
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

開
催
に
先
立
ち
、
神
ひ
と
み
会
長
が｢
大

鰐
温
泉
商
店
会
一
同
で
、
で
き
る
限
り
の
お

も
て
な
し
を
し
ま
す
。
参
加
さ
れ
る
み
な
さ

ま
に
は
大
い
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。｣

と
あ
い
さ
つ
を
述
べ
ま
し
た
。

祭
り
は
、
町
内
飲
食
店
20
店
舗
の
う
ち
指

定
さ
れ
た
４
店
舗
を
制
限
時
間
内
に
全
て
巡

る
と
、
豪
華
賞
品
が
当
た
る
抽
選
会
に
参
加

で
き
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
抽
選
会
場
で

は
ク
ジ
引
き
で
一
喜
一
憂
し
た
り
、
一
等
賞

の
鐘
が
鳴
り
嬉
し
そ
う
に
す
る
様
子
が
見
ら

れ
ま
し
た
。

９
月
１
日
付
け
で
河
南
地
区
保
護
司
会
大

鰐
支
部
に
新
任
保
護
司
と
し
て
山
内
良
治
さ

ん
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

保
護
司
と
は
、
犯
罪
や
非
行
を
犯
し
た
人

の
立
直
り
を
地
域
で
支
え
る
民
間
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
で
す
。

９
月
24
日
（
火
）
に
山
内
さ
ん
が
町
長
へ

新
任
の
挨
拶
に
訪
れ
、「
町
民
や
行
政
と
協

力
し
て
力
を
尽
く
し
た
い
」
と
語
り
、
町
長

は
「
地
域
の
安
全
・
安
心
の
た
め
に
協
力
い

た
だ
き
た
い
」
と
今
後
の
活
躍
に
つ
い
て
期

待
の
言
葉
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

新
任
保
護
司
が
配
属

令
和
６
年
度
青
森
県
健
康
づ
く
り
事

業
功
労
者
等
表
彰
を
受
賞

第
21
回
ち
ど
り
あ
し
祭
が
開
催
さ
れ

ま
し
た

令
和
６
年
度
大
鰐
町
総
合
防
災
訓
練

を
実
施
し
ま
し
た

９
月
29
日
（
日
）
に
雨
池
ス
キ
ー
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
大
鰐
町
総
合
防
災
訓
練

が
行
わ
れ
、
大
規
模
地
震
や
大
雨
に
よ
る
土

砂
災
害
を
想
定
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
訓
練
を
行

い
、
関
係
機
関
が
対
応
を
確
認
し
ま
し
た
。

訓
練
で
は
、
避
難
所
を
想
定
し
た
会
場
に

役
場
職
員
が
段
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド
を
実
際
に
設

営
し
、
避
難
者
受
け
入
れ
の
流
れ
を
確
認
す

る
避
難
所
開
設
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
消
防
団
・
東
消
防
署
南
分
署
・
黒

石
警
察
署
の
協
力
の
も
と
、
初
期
消
火
訓
練

や
傷
病
者
の
救
出
訓
練
な
ど
を
行
っ
た
ほ

か
、
大
鰐
町
連
合
婦
人
会
・
日
赤
奉
仕
団
に

よ
る
備
蓄
食
料
の
調
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
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10
月
2
日
（
水
）
に
、
男
女
共
同
参
画
普

及
啓
発
講
演
会
を
大
鰐
町
地
域
交
流
セ
ン
タ

ー
「
鰐
c
o
m
e
」
で
開
催
し
ま
し
た
。

当
日
は
雨
が
降
る
中
で
は
あ
り
ま
し
た

が
、
町
内
外
か
ら
多
く
の
参
加
者
の
方
に
お

越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
講
演
会
は
、
津
軽
圏
域
８
市
町
村
の

男
女
共
同
参
画
関
係
自
治
体
職
員
と
関
係
団

体
な
ど
で
構
成
す
る
組
織
が
、
毎
年
度
持
ち

回
り
で
事
業
を
開
催
し
て
い
る
も
の
で
、
今

年
度
は
大
鰐
町
が
担
当
し
、
開
催
し
ま
し
た
。

講
演
会
は
「
平
安
時
代
の
女
性
の
生
き

方
」
を
テ
ー
マ
に
、
八
戸
学
院
大
学
短
期
大

学
部
客
員
教
授
、
三
村
三
千
代
さ
ん
に
よ

る
、
平
安
時
代
の
人
々
の
暮
ら
し
に
つ
い

て
、
平
安
の
女
性
に
焦
点
を
当
て
、
人
々
の

関
わ
り
合
い
や
歩
ん
で
き
た
歴
史
に
つ
い
て

講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

「
つ
ぼ
お
し
と
ア
ロ
マ
の
あ
る
暮
ら
し
～
つ

か
れ
を
癒
す
セ
ル
フ
ケ
ア
～
」
を
テ
ー
マ

に
、（
公
社
）
日
本
ア
ロ
マ
環
境
協
会
ア
ロ

マ
テ
ラ
ピ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
日
高
佳
子
さ

ん
に
よ
る
、
自
身
で
で
き
る
足
つ
ぼ
マ
ッ
サ

ー
ジ
の
紹
介
と
ア
ロ
マ
の
香
り
の
効
果
に
つ

い
て
お
話
し
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
平
安
時
代
の
貴
族
の

く
ら
し
・
役
割
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。」、「
足
つ
ぼ
を
実
践
し
な
が
ら
、
足
が

軽
く
な
る
の
を
感
じ
て
良
か
っ
た
で
す
。
ア

ロ
マ
も
暮
ら
し
に
取
り
入
れ
た
い
。」
な
ど

の
感
想
を
い
だ
だ
き
ま
し
た
。

二
川
原
節
子
さ
ん
が
内
閣
府
か
ら
エ
イ
ジ

レ
ス
章
を
授
与
さ
れ
、
10
月
２
日
（
水
）
に

大
鰐
町
役
場
で
伝
達
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
章
は
、
内
閣
府
が
提
唱
す
る
エ
イ
ジ

レ
ス
・
ラ
イ
フ
を
実
践
し
て
い
る
高
齢
者
に

贈
ら
れ
る
も
の
で
す
。

今
回
受
章
し
た
二
川
原
さ
ん
は
、
長
年
大

鰐
町
食
生
活
改
善
推
進
員
と
し
て
活
躍
さ

れ
、
現
在
も
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
で
地
域
に
貢

献
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
川
原
さ
ん
は
「
今
ま

で
一
番
力
を
入
れ
て
き
た
の
は
食
生
活
に
つ

い
て
の
活
動
で
、
周
囲
の
仲
間
に
恵
ま
れ
、

楽
し
く
活
動
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
で

き
る
限
り
活
動
し
て
い
き
た
い
。」
と
感
想

を
述
べ
ま
し
た
。

令
和
６
年
度
エ
イ
ジ
レ
ス
章
を
受
章

男
女
共
同
参
画
普
及
啓
発
講
演
会
を

開
催
し
ま
し
た

大
鰐
小
学
校
の
児
童
が
警
察
官
の
仕

事
を
学
び
ま
し
た

10
月
８
日
（
火
）
に
大
鰐
小
学
校
の
３
年

生
53
名
が
大
鰐
交
番
を
訪
問
し
、
警
察
官
の

仕
事
を
学
ぶ
施
設
見
学
を
行
い
ま
し
た
。

見
学
で
は
、
取
調
室
な
ど
普
段
は
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
交
番
内
部
の
見
学
や
、
鑑
識

の
仕
事
を
学
ぶ
鑑
識
体
験
、
パ
ト
カ
ー
の
乗

車
体
験
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

鑑
識
体
験
で
自
分
の
指
紋
を
見
た
児
童
か

ら
は
、「
な
ぜ
こ
れ
で
自
分
の
指
紋
だ
と
わ

か
る
の
か
。」
と
い
う
質
問
が
あ
が
り
、
警

察
官
が
質
問
に
答
え
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

パ
ト
カ
ー
の
乗
車
体
験
で
は
、
サ
イ
レ
ン
の

大
き
な
音
に
児
童
達
は
と
て
も
驚
い
て
い
ま

し
た
。
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町政ここが聞きたい　  議会だより 

９９月月

定例町議会定例町議会

一 般 質 問
山　谷　博　子　議員
竹　内　富士子　議員
藤　田　賀津彦　議員
秋田谷　和　文　議員
前　田　一　裕　議員
三　浦　道　広　議員
髙　橋　浩　二　議員
中　島　英　臣　議員

８名登壇

①
病
児
・
病
後
児
保
育
の
必
要
性
に
つ
い
て

②
秋
接
種
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い

て
と
健
康
被
害
に
つ
い
て

　
①
子
育
て
世
代
を
応
援
す
る
た
め

に
、
昨
年
か
ら
医
療
的
ケ
ア
児
の
災

害
避
難
対
応
に
つ
い
て
や
、
〇
歳
か
ら
二
歳

ま
で
の
保
育
料
無
償
化
・
副
食
費
の
無
償
化

に
つ
い
て
質
問
を
し
て
き
た
。
今
回
は
、
病

児
・
病
後
児
保
育
の
要
望
が
あ
っ
た
の
で
質

問
す
る
。

子
ど
も
は
急
に
発
熱
し
た
り
、
い
つ
病
気

に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
時
に
安
心

し
て
病
児
を
保
育
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

れ
ば
ど
ん
な
に
心
強
い
か
と
思
う
。
子
育
て

世
代
は
世
帯
収
入
を
あ
げ
る
た
め
に
必
死
で

働
い
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
仕
事
を
休
め
な

い
と
き
も
あ
る
。
近
く
に
面
倒
を
見
て
く
れ

る
親
御
さ
ん
が
い
な
い
世
帯
も
多
い
と
聞

く
。
頼
る
と
こ
ろ
は
病
児
・
病
後
児
保
育
し

か
な
い
。

大
鰐
町
で
は
病
児
・
病
後
児
保
育
の
必
要

性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

見
解
を
伺
う
。

　
　
①
（
町
長
）

　
　

共
働
き
家
庭
が
増
え
る
中
で
、
子
ど

も
が
病
気
に
か
か
り
、
ど
う
し
て
も
仕
事
を

休
む
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
病
児
・
病

後
児
保
育
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

本
町
で
は
、
当
該
保
育
を
実
施
し
て
い
な

山谷 博子 議員

問答

い
が
、
弘
前
市
と
平
川
市
の
施
設
を
、
大
鰐

町
民
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
利
用
実

績
は
、
令
和
三
年
度
は
な
く
、
令
和
四
年
度

が
三
人
、
令
和
五
年
度
が
五
人
と
な
っ
て
い

る
。事

業
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
設
備

基
準
や
職
員
配
置
基
準
な
ど
、
様
々
な
要
件

が
あ
る
。
特
に
、
職
員
の
配
置
基
準
の
要
件

は
、
最
低
で
も
看
護
師
一
人
と
保
育
士
一
人

と
な
っ
て
お
り
、
利
用
実
績
を
考
慮
す
る
と

費
用
対
効
果
が
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
弘
前
市
と
平
川
市
の
広
域
利
用
を
推
奨

し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
、
令

和
七
年
度
か
ら
の
「
第
三
期
大
鰐
町
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
の
策
定
中
で

あ
り
、
令
和
六
年
二
月
に
は
、「
子
ど
も
・

子
育
て
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
調
査
」
を
実
施
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
病
児
保
育
の
ニ
ー
ズ
等

も
調
査
し
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
・
子
育
て

会
議
の
意
見
や
財
政
事
情
も
考
慮
し
な
が

ら
、
実
施
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　
②
大
鰐
町
の
場
合
の
接
種
料
金
、
そ

し
て
対
象
者
や
ワ
ク
チ
ン
名
な
ど
詳

細
を
伺
う
。
ま
た
、
大
鰐
町
に
は
健
康
被
害

の
報
告
は
あ
っ
た
の
か
現
状
を
伺
う
。

　
　

②
（
町
長
）　

　
　

一
点
目
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の

全
額
公
費
に
よ
る
接
種
は
、
令
和
六
年
三
月

三
十
一
日
で
終
了
し
、
四
月
一
日
以
降
は
、

六
十
五
歳
以
上
の
方
な
ど
を
対
象
と
し
た
定

期
接
種
に
変
わ
り
、
原
則
有
料
と
な
る
。
対

象
者
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
方
と
、
六
十
歳

以
上
六
十
五
歳
未
満
の
方
で
、
心
臓
、
腎

問答

臓
、
呼
吸
器
の
機
能
又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ

イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
に
障
害
が
あ

る
、
身
体
障
害
者
手
帳
一
級
に
相
当
す
る

方
。
接
種
時
期
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
一

回
、
自
己
負
担
額
は
三
千
円
で
、
生
活
保
護

受
給
者
は
無
料
。
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
は
未

定
で
あ
り
、
今
後
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て

決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

二
点
目
、
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
予
防
接
種
法
に
基
づ
く

救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
健
康
被
害

救
済
給
付
の
請
求
は
、
健
康
被
害
を
受
け
た

ご
本
人
や
、
そ
の
ご
家
族
の
方
な
ど
が
、
予

防
接
種
を
受
け
た
と
き
に
住
ん
で
い
た
市
町

村
に
対
し
て
行
う
。
本
町
で
は
、
こ
れ
ま
で

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
健
康
被
害
救

済
給
付
の
請
求
は
な
い
。

①
起
業
家
マ
イ
ン
ド
を
持
っ
た
青
年
や
女
性

た
ち
を
つ
く
る
た
め
の
対
策
に
つ
い
て

②
除
草
・
除
雪
対
応
の
で
き
る
技
能
労
務
職

員
の
現
在
の
人
数
と
今
後
の
採
用
に
関
す
る

考
え
方
に
つ
い
て

　
①
一
点
目
、
今
年
度
か
ら
取
り
組
ん

で
い
る
弘
前
大
学
共
同
事
業
「
町
職

員
×
弘
前
大
学
生　

大
鰐
未
来
づ
く
り
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
内

容
と
今
後
の
計
画
に
つ
い
て
伺
う
。
ま
た
、

こ
の
「
大
鰐
未
来
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

竹内 富士子 議員

問
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計
画
の
中
に
、
本
町
の
青
年
や
女
性
た
ち
な

ど
有
志
が
集
ま
っ
て
の
勉
強
会
の
よ
う
な
要

素
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
の

考
え
が
あ
る
か
伺
う
。

二
点
目
、
学
校
教
育
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア

教
育
と
起
業
家
教
育
の
違
い
に
つ
い
て
と
、

キ
ャ
リ
ア
教
育
に
起
業
家
精
神
的
な
要
素
を

取
り
入
れ
る
こ
と
に
関
し
て
の
考
え
を
伺
う
。

　
　

①
（
町
長
）

　
　

弘
前
大
学
協
働
事
業
に
つ
い
て
、
町

は
昨
年
度
、
弘
前
大
学
と
包
括
連
携
協
定
を

締
結
し
、
今
年
度
は
町
と
弘
前
大
学
が
協
働

し
て
大
鰐
町
の
未
来
を
創
造
す
る
「
町
職
員

と
弘
前
大
学
生
大
鰐
未
来
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
た
。
そ
の
内
容
は
、
学

生
と
職
員
が
、
ま
ち
歩
き
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
通
し
て
、
町
の
現
状
や
課
題
に
つ
い
て

協
働
で
学
ぶ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
七
月
に

は
、
学
生
と
職
員
が
考
え
た
十
年
後
の
大
鰐

町
の
未
来
を
、
町
民
や
町
関
係
者
に
対
し
て

発
表
し
、
意
見
交
換
会
を
実
施
し
て
い
る
。

今
後
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
十
月
に
開
催

さ
れ
る
弘
前
大
学
の
学
園
祭
に
町
の
Ｐ
Ｒ
ブ

ー
ス
を
出
展
し
、
職
員
と
町
内
商
業
者
、
小

中
高
生
、
そ
し
て
学
生
が
協
働
で
町
特
産
品

を
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
町
の
魅
力
発

信
及
び
関
係
人
口
の
獲
得
を
図
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

起
業
家
マ
イ
ン
ド
に
係
る
勉
強
会
に
つ
い

て
は
、
ま
ず
、
起
業
家
マ
イ
ン
ド
と
は
、
新

し
い
事
業
分
野
を
切
り
開
く
た
め
に
必
要

な
、
発
想
力
や
行
動
力
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神

な
ど
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
起
こ
す
際
に
欠

か
せ
な
い
不
屈
の
精
神
の
こ
と
を
指
す
。

答

過
去
に
は
、
大
鰐
温
泉
も
や
し
増
産
推
進

委
員
会
が
、
起
業
を
考
え
る
方
や
商
工
業
者

に
有
益
と
な
る
よ
う
な
勉
強
会
を
実
施
し
て

お
り
、
町
商
工
会
で
は
、
県
の
専
門
機
関
や

町
の
金
融
機
関
と
合
同
で
、
創
業
や
経
営
改

善
等
の
商
工
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し

て
い
る
。

ま
た
、
現
在
も
、
町
の
資
源
や
特
色
を
活

か
し
、
持
続
可
能
な
地
域
社
会
を
築
く
た
め

の
勉
強
会
を
、
本
町
も
参
画
し
て
い
る
地
域

連
携
Ｄ
Ｍ
Ｏ
で
実
施
し
て
お
り
、
町
の
事
業

者
や
町
民
の
方
が
多
く
参
加
し
て
い
る
。
今

後
も
関
係
機
関
と
連
携
し
、
志
あ
る
方
が
安

心
し
て
起
業
で
き
る
よ
う
支
援
し
て
い
く
。

　
　

①
（
教
育
長
）

　
　

キ
ャ
リ
ア
教
育
と
起
業
家
教
育
の
違

い
に
つ
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
、
一
人

一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
、
必

要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ

と
を
通
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
発
達
を
促
す
教
育
。

文
部
科
学
省
は
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
し
て

育
む
主
要
な
能
力
に
、「
人
間
関
係
形
成
・

社
会
形
成
能
力
」「
自
己
理
解
・
自
己
管
理

能
力
」「
課
題
対
応
能
力
」「
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
能
力
」
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

一
方
、
起
業
家
教
育
と
は
、
高
い
志
や
意
欲

を
持
つ
自
立
し
た
人
間
と
し
て
、
他
者
と
協

働
し
な
が
ら
、
新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
力

な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
て
い
く
た

め
に
必
要
な
力
を
育
成
す
る
も
の
で
あ
り
、

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
、
創
造
性
、
探
究
心
、
更

に
は
情
報
収
集
・
分
析
力
、
判
断
力
、
実
行

力
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
能
力
の
育
成
を
目
指
す
も
の
と
さ
れ
て

答

い
る
。
育
て
よ
う
と
す
る
力
は
共
通
し
て
い

る
部
分
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
手
法
に
お
い

て
は
起
業
家
教
育
が
よ
り
実
践
的
で
あ
る
と

い
え
る
。

キ
ャ
リ
ア
教
育
に
起
業
家
精
神
的
な
要
素

を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
関
し
て
の
考
え
に
つ

い
て
は
、
起
業
家
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
活

動
に
は
、「
起
業
家
・
経
営
者
な
ど
外
部
講

師
を
招
い
て
の
講
演
」「
職
業
調
べ
・
企
業

活
動
の
学
習
」「
職
場
体
験
学
習
」「
生
産
・

販
売
体
験
」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
在
、
大

鰐
小
・
中
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の

実
践
に
お
い
て
、
既
に
そ
の
要
素
を
取
り
入

れ
た
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
例
を

挙
げ
る
と
、
中
学
校
に
お
い
て
は
、
一
年
生

で
の
町
内
の
店
舗
や
事
業
所
を
訪
問
す
る

「
ふ
る
さ
と
体
験
学
習
」、
二
年
生
で
の
「
職

場
体
験
学
習
」、
更
に
は
昨
年
度
、
全
校
生

徒
を
対
象
と
し
て
大
鰐
町
で
起
業
し
た
方
を

招
い
て
「
キ
ャ
リ
ア
講
話
」
を
実
施
し
た
。

ま
た
、
小
学
校
高
学
年
に
お
け
る
東
京
で

自
分
た
ち
が
育
て
た
野
菜
を
販
売
す
る
「
大

鰐
元
気
隊
キ
ッ
ズ
」
も
そ
の
一
つ
。
た
だ

し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一

環
と
し
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
起
業

家
教
育
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ

で
今
後
は
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
に
起
業
家

教
育
の
要
素
を
意
識
し
取
り
入
れ
て
い
く
こ

と
に
よ
り
、
更
に
児
童
生
徒
達
が
将
来
の
夢

や
理
想
の
自
分
に
つ
い
て
考
え
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
を
よ
り
よ
く
生
き
て
い
く
た
め
に
必

要
な
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

う
の
で
、
教
育
委
員
会
と
し
て
も
具
体
的
に

学
校
へ
示
し
て
い
け
た
ら
と
思
う
。

　
②
身
近
な
地
域
の
除
草
作
業
は
、
自

主
的
に
、
個
人
と
し
て
、
ま
た
は
、

グ
ル
ー
プ
な
ど
で
取
り
組
ん
で
い
る
方
も
多

く
い
る
。
一
方
、
今
ま
で
除
草
を
や
っ
て
き

て
は
い
た
が
、
最
近
は
年
を
と
り
困
難
に
な

っ
て
き
て
い
る
と
い
う
声
も
よ
く
聞
く
。
そ

こ
で
、
町
民
の
方
へ
の
緊
急
の
対
応
等
の
た

め
に
も
、
除
草
・
除
雪
対
応
の
で
き
る
技
能

労
務
職
員
の
現
在
の
人
数
と
今
後
の
採
用
に

関
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
伺
う
。

　
　
②
（
町
長
）

　
　

本
町
に
お
い
て
、
現
在
、
除
草
・
除

雪
対
応
の
で
き
る
技
能
労
務
職
員
は
い
な

い
。
除
草
業
務
に
つ
い
て
は
、
主
に
町
職
員

が
実
施
し
、
一
部
、
民
間
業
者
へ
委
託
し
て

い
る
。
ま
た
、
除
雪
業
務
に
つ
い
て
は
、
主

に
民
間
業
者
等
へ
委
託
し
実
施
し
て
い
る
。

町
で
は
、
平
成
二
十
年
に
、「
技
能
労
務

職
員
等
の
給
与
等
の
見
直
し
に
向
け
た
取
組

方
針
」
を
策
定
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
技

能
労
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
原
則
補
充
せ

ず
、
民
間
委
託
を
推
進
し
、
総
人
件
費
の
抑

制
を
図
る
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ま

で
も
技
能
労
務
職
員
の
採
用
を
見
送
っ
て
い

る
状
況
で
あ
る
。
今
後
も
民
間
委
託
を
う
ま

く
活
用
し
な
が
ら
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

に
努
め
て
い
く
。

問答
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町政ここが聞きたい　  議会だより 
①
あ
じ
ゃ
ら
公
園
ラ
グ
ビ
ー
場
整
備
に
つ
い
て

②
副
町
長
設
置
に
つ
い
て

③
冬
期
ス
キ
ー
場
集
客
対
策
に
つ
い
て

　
①
前
回
ラ
グ
ビ
ー
場
の
利
活
用
に
つ

い
て
、
ラ
グ
ビ
ー
以
外
に
転
用
で
き

な
い
か
質
問
し
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
経
年
劣
化

な
ど
問
題
が
あ
り
、
新
た
な
利
活
用
方
法
も

含
め
て
検
討
す
る
と
い
う
回
答
を
頂
い
た
。

七
月
の
は
じ
め
、
弘
前
の
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ

ブ
チ
ー
ム
を
通
し
て
、
Ｊ
１
の
有
名
ク
ラ
ブ

チ
ー
ム
が
今
後
の
合
宿
候
補
地
と
し
て
ラ
グ

ビ
ー
場
を
視
察
に
訪
れ
た
と
聞
い
た
。

Ｊ
１
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
合
宿
は
今
後
六
月
か

ら
七
月
、
通
常
四
週
間
前
後
、
選
手
を
応
援

に
来
る
フ
ァ
ン
が
通
常
で
は
常
時
約
千
名
と

言
わ
れ
、
商
店
街
を
含
め
大
き
な
経
済
効
果

が
生
ま
れ
る
。

経
年
劣
化
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備
に
は
多
額

の
予
算
が
必
要
に
な
る
が
、
助
成
金
を
含
め

数
年
間
を
見
越
し
た
費
用
対
効
果
を
調
査

し
、
新
た
な
利
活
用
を
考
え
て
は
如
何
か
。

　
　

①
（
町
長
）

　
　

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
経
年
劣
化
の
課
題
か

ら
、
新
た
な
利
活
用
方
法
を
検
討
し
て
い
る

と
こ
ろ
、
去
る
七
月
上
旬
に
、
Ｊ
リ
ー
グ
に

加
盟
す
る
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
ク
ラ
ブ
関
係
者
が

夏
の
合
宿
候
補
地
の
一
つ
と
し
て
検
討
す
る

た
め
、
あ
じ
ゃ
ら
公
園
ラ
グ
ビ
ー
場
の
視
察

に
来
町
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
二
年
後
か
ら
の

藤田 賀津彦 議員

問答

夏
の
合
宿
を
希
望
し
て
お
り
、
滞
在
期
間
は

一
カ
月
程
度
、
ク
ラ
ブ
フ
ァ
ン
及
び
マ
ス
コ

ミ
関
係
者
で
一
日
千
名
程
度
の
来
場
者
な

ど
、
町
全
体
へ
の
経
済
効
果
も
期
待
で
き
る

内
容
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
状
態
の

悪
さ
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
り
、
地
盤
の
凹

凸
、
雑
草
混
じ
り
の
芝
生
、
散
水
設
備
の
未

整
備
な
ど
、
現
状
で
は
厳
し
い
と
の
見
解
で

あ
っ
た
。

今
後
の
対
応
と
し
て
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
を

改
修
す
る
場
合
の
概
算
費
用
の
算
出
と
併
せ

て
、
国
な
ど
の
補
助
金
・
助
成
金
な
ど
の
調

査
、
民
間
資
金
か
ら
の
財
源
確
保
な
ど
、
費

用
対
効
果
を
検
討
し
、
ラ
グ
ビ
ー
場
の
適
切

な
運
営
に
努
め
て
い
く
。

　
②
何
度
か
副
町
長
設
置
に
つ
い
て
は

議
会
で
質
問
が
あ
っ
た
こ
と
は
承
知

し
て
い
る
。

昨
年
宮
下
知
事
が
誕
生
し
、
県
知
事
が
二

十
年
ぶ
り
に
交
代
と
な
っ
た
。
青
森
新
時
代

を
掲
げ
、
行
財
政
改
革
を
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
が
、
県
の
方
針
に
各
自
治
体
が
対

応
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
、
遅
れ
て
い
る
と
こ

ろ
と
差
が
出
始
め
て
き
て
い
る
。

町
は
県
と
の
足
並
み
を
揃
え
、
町
長
に
は

今
ま
で
以
上
に
町
内
各
種
団
体
や
町
民
と
意

見
交
換
を
す
る
場
を
増
や
し
て
頂
き
た
い
。

そ
の
為
に
は
町
長
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
副
町
長

の
存
在
は
不
可
欠
に
思
う
の
で
検
討
し
て
頂

き
た
い
。

　
　

②
（
町
長
）

　
　

私
は
平
成
二
十
二
年
町
長
就
任
以

問答

来
、
現
在
四
期
目
、
十
四
年
目
に
な
る
。
こ

の
間
、
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て
費
用
を
抑

え
る
た
め
、
当
初
は
副
町
長
を
置
か
ず
に
頑

張
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
、
財
政

が
一
段
落
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
副
町
長
問

題
に
つ
い
て
様
々
議
員
の
皆
さ
ん
に
も
御
相

談
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
様
々
意
見
が
合
わ

ず
に
今
ま
で
設
置
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う

経
緯
が
あ
る
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
先
ほ
ど
藤
田
議
員
の
質

問
に
あ
っ
た
と
お
り
、
県
と
の
関
係
、
ま
た

国
と
の
関
係
、
ま
た
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る

様
々
な
行
政
運
営
に
お
い
て
、
少
子
高
齢
化

対
策
な
ど
、
様
々
な
重
大
な
課
題
が
山
積
し

て
い
る
。
こ
の
た
め
に
も
補
佐
す
る
副
町
長

が
あ
る
と
、
行
政
運
営
は
さ
ら
に
ス
ム
ー
ズ

に
な
る
も
の
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
。

今
後
も
議
員
の
皆
様
と
も
相
談
し
な
が
ら
、

広
く
意
見
を
聴
取
し
、
副
町
長
設
置
に
つ
い

て
は
前
向
き
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
る
の
で
、
御
理
解
御
協
力
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
う
。

　
③
近
年
ス
キ
ー
場
集
客
対
策
と
し

て
、
土
曜
日
の
リ
フ
ト
ワ
ン
コ
イ
ン

や
宿
泊
者
へ
リ
フ
ト
一
日
券
付
な
ど
行
っ
て

い
た
が
、
今
シ
ー
ズ
ン
に
つ
い
て
は
集
客
の

目
玉
と
な
る
対
策
が
無
い
よ
う
だ
。
ま
た
二

月
イ
ン
カ
レ
ス
キ
ー
大
会
開
催
は
、
一
般
ス

キ
ー
客
の
コ
ー
ス
利
用
制
限
も
重
な
り
一
般

来
場
者
減
少
に
も
繋
が
っ
て
い
く
と
思
う
。

そ
こ
で
、
今
シ
ー
ズ
ン
の
ス
キ
ー
場
集
客

対
策
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
来
場

者
が
激
減
し
た
場
合
、
ス
キ
ー
場
委
託
管
理

業
者
へ
委
託
補
助
金
は
考
え
ら
れ
る
の
か
伺

問

う
。

　
　

③
（
町
長
）

　
　

ス
キ
ー
場
集
客
対
策
に
つ
い
て
は
、

今
シ
ー
ズ
ン
も
毎
週
土
曜
日
を
「
キ
ッ
ズ
ワ

ン
コ
イ
ン
デ
ー
」
と
す
る
取
り
組
み
を
実
施

す
る
予
定
。
ま
た
、
町
民
に
ウ
ィ
ン
タ
ー
ス

ポ
ー
ツ
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め
、「
大
鰐

町
民
優
待
券
」
を
配
布
す
る
ほ
か
、
マ
ス
コ

ミ
に
よ
る
広
告
宣
伝
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
Ｓ

Ｎ
Ｓ
に
よ
る
情
報
発
信
も
予
定
し
て
い
る
。

次
に
、
来
場
者
が
激
減
し
た
場
合
の
補
助

金
の
取
扱
い
は
、
指
定
管
理
者
と
の
基
本
協

定
書
及
び
年
度
協
定
書
に
よ
り
、
天
候
や
自

然
災
害
な
ど
不
測
の
状
況
に
よ
り
営
業
損
失

が
生
じ
た
場
合
の
み
、
上
限
額
を
年
額
一
千

万
円
と
し
、
営
業
損
失
額
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
金
額
を
負
担
し
て
い
る
。
来
年
二
月

か
ら
三
年
連
続
で
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
る

が
、
大
会
以
外
に
も
冬
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
な

ど
、
ス
キ
ー
場
が
賑
わ
う
た
め
の
方
策
に
つ

い
て
指
定
管
理
者
と
協
議
を
重
ね
、
集
客
対

策
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

①
町
の
情
報
発
信
に
つ
い
て

　
①
現
在
、
町
が
町
民
に
情
報
を
発
信

す
る
媒
体
と
し
て
、
如
何
な
る
も
の

を
用
い
て
い
る
か
。
全
部
を
提
示
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

答

秋田谷 和文 議員
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ま
た
、
一
つ
の
情
報
を
発
信
す
る
に
し
て

も
、
媒
体
の
種
類
や
、
情
報
を
受
け
取
る
側

の
年
齢
・
生
活
態
様
に
よ
り
、
町
民
の
知
り

う
る
可
能
性
に
強
弱
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
る
。

そ
れ
故
、
町
が
提
示
し
た
全
部
の
媒
体
に

つ
い
て
、
年
齢
ご
と
に
ど
の
程
度
の
割
合
の

人
々
に
、
情
報
が
届
く
こ
と
を
想
定
し
て
い

る
の
か
。

町
民
八
千
三
百
人
を
㊀
十
八
歳
以
上
か
ら

三
十
歳
未
満
㊁
三
十
歳
以
上
か
ら
六
十
五
歳

未
満
㊂
六
十
五
歳
以
上
に
年
齢
区
分
し
、
各

媒
体
ご
と
の
想
定
割
合
を
お
示
し
願
い
た
い
。

　
　
①
（
町
長
）　

　
　

現
在
、
町
が
住
民
に
情
報
発
信
す
る

際
に
活
用
し
て
い
る
媒
体
は
、
毎
月
発
行
し

て
い
る
広
報
誌
の
ほ
か
、
嘱
託
員
を
通
じ
て

回
覧
日
に
配
布
す
る
印
刷
物
、
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
、
令
和
五
年
度
に
運
用
開
始
し
た
公
式

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
、
防
災
行
政
無
線
及
び
そ
の
電
話

応
答
サ
ー
ビ
ス
、
防
災
あ
じ
ゃ
ら
メ
ー
ル
並

び
に
母
子
手
帳
ア
プ
リ
等
と
多
岐
に
わ
た
る
。

町
で
は
、
第
六
次
振
興
計
画
の
取
組
と
し

て
、「
誰
も
置
き
去
り
に
し
な
い
デ
ジ
タ
ル

化
の
推
進
」
を
掲
げ
て
お
り
、
情
報
が
広
範

な
年
齢
層
に
届
く
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。

し
か
し
、
議
員
仰
せ
の
媒
体
ご
と
の
割
合
に

つ
い
て
は
、
情
報
の
受
け
取
り
方
が
個
人
の

好
み
や
習
慣
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
、
ま

た
、
各
媒
体
の
利
用
率
や
情
報
の
収
集
方
法

も
日
々
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
定
量
的

に
想
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
あ
る
。

大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
は
、
広
報
誌
等
の

紙
媒
体
は
、
年
配
の
方
々
に
広
く
利
用
さ

答

れ
、
一
方
で
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
は
、
他
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と

と
も
に
若
い
世
代
に
と
っ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
に
よ
り
、
オ
ン
ラ

イ
ン
上
で
様
々
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
機

会
が
増
え
て
お
り
、
今
後
、
よ
り
幅
広
い
年

齢
層
へ
の
情
報
発
信
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
母
子
手
帳
ア
プ
リ
は
、
妊
娠
か
ら

出
産
、
育
児
ま
で
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
地
域
と

つ
な
が
る
安
心
の
子
育
て
支
援
ア
プ
リ
と
し

て
運
用
し
て
い
る
。
今
後
も
一
つ
の
媒
体
だ

け
に
偏
ら
ず
、
多
様
な
情
報
発
信
手
段
を
活

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
情
報
を
幅
広
い
年
齢

層
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い

く
。

①
大
鰐
町
六
次
産
業
化
・
地
産
地
消
推
進
戦

略
に
つ
い
て

　
①
一
、
今
年
度
の
六
次
産
業
化
へ
の

取
組
み
状
況
。

二
、
加
工
施
設
・
加
工
食
品
等
の
産
地
直

売
所
の
新
た
な
施
設
整
備
の
計
画
は
予
定
さ

れ
て
い
る
か
。

　
　
①
（
町
長
）　

　
　

一
点
目
、
六
次
産
業
化
の
取
り
組
み

状
況
に
つ
い
て
、
農
産
物
の
地
産
地
消
と
地

場
産
品
の
消
費
拡
大
及
び
産
業
の
活
性
化
を

図
る
た
め
、
令
和
五
年
度
に
「
大
鰐
あ
じ
ゃ

前田 一裕 議員

問答

ら
山
村
活
性
化
対
策
協
議
会
」
を
設
置
し
、

事
業
を
推
進
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
取
り

組
み
と
し
て
、
昨
年
度
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

分
析
、
新
商
品
開
発
や
販
路
開
拓
の
た
め
の

実
践
研
修
を
行
っ
た
。
今
年
度
は
、
試
作
商

品
の
開
発
、
首
都
圏
マ
ル
シ
ェ
で
の
試
験
販

売
、
販
路
拡
大
の
た
め
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
イ
ト
の
立
ち
上
げ
に
係
る

事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
。
こ
れ
に

よ
り
、
生
産
・
加
工
・
販
売
に
つ
い
て
総
合

的
か
つ
一
体
的
な
推
進
を
図
り
、
新
た
な
所

得
の
確
保
、
雇
用
の
創
出
と
地
域
活
性
化
を

目
指
し
て
い
る
。

二
点
目
、
加
工
施
設
・
加
工
食
品
等
の
産

地
直
売
所
の
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
予
定
し
て
い
な
い
が
、
加
工
及
び

商
品
化
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
業
者
、
直
売

所
に
つ
い
て
は
、
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
「
鰐

ｃ
ｏ
ｍ
ｅ
」
や
地
元
商
店
と
連
携
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
な
が
ら
販
売
体
制
を

構
築
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

①
害
獣
対
策
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

　
①
昨
年
度
は
例
年
以
上
に
、
熊
、
猿

な
ど
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
が
町

内
で
も
散
見
さ
れ
た
。

今
年
度
は
、
今
現
在
、
昨
年
度
程
の
被
害

は
聞
こ
え
て
き
て
い
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
農

作
物
の
収
穫
期
を
迎
え
、
被
害
も
例
年
増
し

三浦 道広 議員

問

て
く
る
時
期
に
な
り
、
人
的
被
害
も
懸
念
さ

れ
る
。

そ
こ
で
、
町
の
害
獣
対
策
へ
の
取
り
組
み

を
伺
う
。

ま
た
、
度
々
ニ
ュ
ー
ス
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
狩
猟
免
許
保
有
者
、
い
わ
ゆ
る
猟

友
会
の
会
員
の
高
齢
化
及
び
減
少
対
策
に
つ

い
て
町
の
対
応
を
伺
う
。

　
　
①
（
町
長
）　

　
　

昨
年
度
は
農
地
で
ク
マ
の
出
没
が
多

発
し
、
り
ん
ご
等
の
食
害
が
多
く
発
生
し

た
。
人
的
被
害
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
は

幸
い
だ
っ
た
が
、
本
町
に
お
い
て
は
四
百
五

十
二
万
九
千
円
の
被
害
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
。

今
年
度
に
お
い
て
も
、
昨
年
と
比
較
す
る

と
ま
だ
少
な
い
状
況
で
は
あ
る
が
、
果
樹
等

の
収
穫
期
を
迎
え
、
食
害
の
被
害
が
増
加
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
害
獣

被
害
へ
の
対
策
と
し
て
、
担
い
手
を
失
い
放

任
さ
れ
て
い
る
果
樹
園
の
解
消
、
及
び
忌
避

剤
な
ど
の
使
用
で
農
地
な
ど
に
近
づ
か
せ
な

い
よ
う
に
す
る
「
被
害
の
防
除
」、
わ
な
の

購
入
や
猟
友
会
活
動
費
の
補
助
に
よ
る
「
捕

獲
体
制
の
充
実
」、
狩
猟
免
許
の
取
得
費
用

や
各
種
講
習
会
の
受
講
料
補
助
に
よ
る
「
人

材
の
確
保
と
育
成
」、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み

を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
害
獣
対

策
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
、
重
点
的
に

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
被
害
の
少
な
か
っ
た
イ

ノ
シ
シ
の
通
報
が
増
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
効
果
的
な
防
除
や
捕
獲
技
術
の
向
上

に
つ
い
て
、
情
報
収
集
を
行
い
な
が
ら
、
対

策
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

答
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次
に
、
狩
猟
免
許
保
有
者
の
状
況
だ
が
、

町
が
設
置
し
て
い
る
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊

の
免
許
保
有
者
は
、
二
十
名
お
り
、
平
均
年

齢
が
五
六
・
六
歳
と
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
令
和
五
年
度
に

二
名
、
令
和
六
年
度
に
三
名
の
新
規
隊
員
の

加
入
が
あ
り
、
う
ち
一
名
は
二
十
歳
代
の
若

手
も
含
ま
れ
て
い
る
。
今
後
も
各
種
助
成
事

業
を
継
続
し
、
人
材
の
確
保
と
育
成
の
取
り

組
み
を
推
進
し
て
い
く
。

①
罹
災
者
救
助
費
に
つ
い
て

②
公
式
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

③
補
助
金
事
業
に
つ
い
て

　
①
「
大
鰐
町
罹
災
者
救
助
に
関
す
る

条
例
」
こ
の
条
例
は
昭
和
三
十
七
年

か
ら
適
用
さ
れ
平
成
三
年
に
改
定
さ
れ
て
い

る
が
、
救
助
費
が
一
世
帯
二
万
円
と
い
う
の

は
現
代
の
物
価
に
合
わ
な
い
よ
う
に
感
じ

る
。
町
で
は
今
後
こ
の
条
例
の
見
直
し
な
ど

を
考
え
て
い
る
の
か
。
町
の
考
え
を
伺
う
。

　
　
①
（
町
長
）　

　
　

罹
災
者
救
助
費
は
、
火
災
、
風
水

害
、
地
震
、
山
崩
れ
、
崩
雪
、
そ
の
他
災
害

に
際
し
て
、
住
宅
に
損
害
を
受
け
た
と
き
に

支
給
し
て
い
る
。
支
給
額
は
、
全
焼
全
壊
の

場
合
は
一
世
帯
二
万
円
、
半
焼
半
壊
の
場
合

は
そ
の
半
額
の
一
万
円
と
し
て
い
る
。

髙橋 浩二 議員
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こ
の
救
助
費
は
、
生
活
再
建
の
た
め
の
資

金
で
は
な
く
、
お
見
舞
金
と
い
う
意
図
で
支

給
し
て
い
る
の
で
、
物
価
に
合
わ
せ
た
改
定

は
考
え
て
い
な
い
。

現
在
、
中
弘
南
黒
管
内
の
市
町
村
で
、
条

例
化
し
て
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
大
鰐
町

の
み
で
は
あ
る
が
、
引
き
続
き
実
施
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
②
大
鰐
未
来
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
意
見
交
換
会
に
参
加
し
た
。
中
で

も
「
町
公
式
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の
開
設
」
の

プ
レ
ゼ
ン
を
聞
い
た
が
、
す
ぐ
に
で
も
や
る

べ
き
事
業
だ
と
感
じ
た
。
情
報
の
拡
散
に
も

優
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

費
用
も
か
か
ら
な
い
、
若
い
年
齢
層
に
も

情
報
が
届
く
、
そ
し
て
拡
散
さ
れ
や
す
い
。

町
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
関

係
人
口
を
増
や
す
た
め
に
も
、
公
式
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
も
開
設
す
べ
き
と
思
う
が
町
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

　
　
②
（
町
長
）　

　
　

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
は
若
者
の
間
で
、

写
真
や
動
画
に
よ
る
情
報
発
信
に
特
化
し
た

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
流
行
し
て
お

り
、
国
内
で
も
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
Ｓ
Ｎ

Ｓ
と
な
っ
て
い
る
。

確
か
に
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
は
、
視
覚
的

な
情
報
を
効
果
的
に
発
信
す
る
手
段
と
し
て

魅
力
的
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
す
が
、
運
用
に
は
慎
重

な
見
極
め
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
る
。

懸
念
事
項
と
し
て
、
ま
ず
、
イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
に
お
け
る
情
報
発
信
は
、
写
真
と
動
画

の
投
稿
が
中
心
と
な
る
が
、
イ
ベ
ン
ト
参
加

問答

者
や
背
景
な
ど
に
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
可

能
性
が
あ
り
、
注
意
が
必
要
と
な
る
。

ま
た
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
は
、
写
真
や
動

画
の
撮
影
か
ら
編
集
作
業
ま
で
を
こ
な
し
、

情
報
を
迅
速
に
、
か
つ
定
期
的
に
配
信
し
た

り
、
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
を
し
た
り
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
公
的
運
用
で
あ
る
以

上
、
情
報
の
正
確
性
も
個
人
配
信
以
上
に
求

め
ら
れ
、
適
切
な
運
用
ル
ー
ル
の
取
り
決
め

が
重
要
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
広
く
情
報

発
信
で
き
る
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の
意
義
を
十

分
に
認
識
し
な
が
ら
、
導
入
に
つ
い
て
慎
重

に
検
討
し
て
い
く
。

　
③
農
林
業
生
産
資
材
等
物
価
高
騰
対

策
購
入
支
援
事
業
補
助
金
、
事
業
者

パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
推
進
事
業
補
助
金
、
ど
ち
ら

の
補
助
金
事
業
も
申
請
さ
れ
る
方
が
多
く

早
々
に
予
算
額
に
達
し
受
付
を
終
了
さ
れ
て

い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
需
要
の
あ
る
事
業
は

生
産
者
や
事
業
者
の
所
得
向
上
の
た
め
今
後

も
継
続
さ
れ
る
べ
き
と
思
う
。

ま
た
継
続
し
て
い
く
こ
と
で
利
用
者
に
寄

り
添
っ
た
内
容
に
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
れ

る
も
の
と
思
う
。
し
か
し
一
方
で
は
「
申
請

し
よ
う
と
思
っ
た
ら
も
う
終
わ
っ
て
い
た
」

と
い
う
町
民
か
ら
の
声
が
私
の
と
こ
ろ
に
多

数
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
声
に
応

え
る
た
め
に
も
予
算
増
額
の
余
地
や
利
用
者

に
さ
ら
に
寄
り
添
っ
た
内
容
に
バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
な
考
え
は
あ
る
か
。

　
　
③
（
町
長
）　

　
　

農
林
業
生
産
資
材
等
物
価
高
騰
対
策

問答

購
入
支
援
事
業
補
助
金
は
、
物
価
高
騰
に
よ

り
影
響
を
受
け
る
農
林
業
者
の
生
産
性
・
商

業
性
の
向
上
を
図
る
目
的
と
し
、
作
業
用
機

械
・
農
薬
、
肥
料
等
の
購
入
経
費
の
一
部
を

補
助
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

今
年
度
は
、
国
の
物
価
高
騰
対
応
地
方
創

生
交
付
金
を
活
用
し
、
八
百
四
十
万
円
の
予

算
額
に
対
し
、
八
十
六
件
の
申
請
が
あ
り
、

六
月
中
旬
に
予
算
額
に
達
し
た
た
め
、
募
集

を
締
め
切
っ
て
い
る
。

事
業
者
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
推
進
事
業
補
助
金

は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
町

内
の
中
小
企
業
者
及
び
小
規
模
事
業
者
が
行

う
取
組
み
に
対
し
て
、
対
象
経
費
の
一
部
を

支
援
す
る
も
の
で
、
四
百
万
円
の
予
算
額
に

対
し
、
二
十
六
件
の
申
請
が
あ
り
、
七
月
中

旬
に
予
算
額
に
達
し
た
た
め
、
こ
ち
ら
も
募

集
を
締
め
切
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
補
助
事
業
は
、
国
県
な
ど
の
事

業
を
活
用
し
、
限
り
あ
る
財
源
の
中
か
ら
当

該
事
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、
全
て
の
事

業
者
へ
行
き
渡
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

今
後
も
、
有
効
な
支
援
が
出
来
る
よ
う
、

ニ
ー
ズ
を
把
握
し
な
が
ら
、
国
県
に
支
援
を

強
く
要
望
し
、
財
源
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
事
業
が
継
続
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
。
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①
異
常
気
象
に
よ
る
災
害
時
の
町
の
対
応
に

つ
い
て

②
イ
ン
カ
レ
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

③
人
口
減
に
よ
る
各
地
域
の
交
通
手
段
の
町

の
対
応
に
つ
い
て

　
①
今
、
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
が
温

暖
化
に
よ
り
、
あ
り
得
な
い
異
常
気

象
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
て
い
る
。
異
常
気

象
に
よ
る
災
害
が
増
え
、
町
民
の
不
安
は

益
々
増
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
河
川
の

増
水
や
、
土
砂
災
害
及
び
台
風
に
よ
る
農
家

の
方
々
の
被
害
が
出
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ

こ
で
、

㊀
自
助
・
共
助
・
公
助
な
ど
の
役
割
分
担
を

ど
の
よ
う
に
町
民
に
伝
え
て
い
る
の
か
。

㊁
農
家
の
方
々
の
対
応
に
つ
い
て
。

㊂
復
旧
・
復
興
に
対
す
る
リ
ス
ク
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
、
つ
ま
り
財
政
的
な
準
備
を
す
る
必
要

が
あ
る
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
伺

う
。　

　
①
（
町
長
）

　
　

一
点
目
、
自
助
・
共
助
・
公
助
な
ど

の
役
割
分
担
を
ど
の
よ
う
に
町
民
に
伝
え
て

い
る
か
に
つ
い
て
、
町
で
は
、
第
六
次
振
興

計
画
の
取
組
と
し
て
「
地
域
共
生
社
会
形
成

の
推
進
」
を
掲
げ
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
自

助
・
共
助
・
公
助
が
適
切
に
作
用
す
る
よ

う
、
住
民
の
意
識
啓
発
や
参
加
を
促
進
す

る
、
と
し
て
い
る
。

中島 英臣 議員

問答

住
民
に
対
し
、
そ
の
役
割
を
伝
え
る
場
と

な
る
町
総
合
防
災
訓
練
は
、
住
民
が
お
互
い

に
助
け
合
い
、
自
分
の
身
を
守
る
た
め
の
理

解
を
深
め
る
重
要
な
活
動
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
ほ
か
、
防
災
マ
ッ
プ
の
配
布

や
、
町
民
に
対
す
る
防
災
講
話
な
ど
が
、
自

助
・
共
助
・
公
助
の
普
及
啓
発
に
も
繋
が
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
取
組
み
を
通
し
て
、
今

後
も
地
域
全
体
の
防
災
意
識
の
向
上
に
努
め

て
い
く
。

二
点
目
、
農
家
の
方
々
へ
の
対
応
に
つ
い

て
、
県
、
Ｊ
Ａ
、
町
農
業
団
体
と
連
携
し
、

気
象
情
報
の
早
期
把
握
や
連
絡
を
密
に
と

り
、
町
の
防
災
無
線
、
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
な
ど

を
利
用
し
、
迅
速
に
情
報
を
伝
達
で
き
る
よ

う
体
制
を
整
え
て
い
る
。

ま
た
、
起
こ
り
う
る
様
々
な
自
然
災
害
な

ど
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
自
助
体
制
の
構
築
支

援
と
し
て
、
収
入
保
険
、
果
樹
共
済
、
園
芸

施
設
共
済
の
掛
金
の
一
部
を
助
成
し
、
農
業

者
の
負
担
軽
減
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

三
点
目
、
復
旧
・
復
興
に
対
す
る
リ
ス
ク

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
、
災
害
等
が
あ
っ

た
時
の
臨
時
的
な
財
源
と
し
て
、
財
政
調
整

基
金
が
あ
る
。
財
政
調
整
基
金
は
、
御
承
知

の
と
お
り
、
予
期
せ
ぬ
事
態
に
対
応
す
る
た

め
に
設
け
ら
れ
た
基
金
で
あ
り
、
災
害
時
の

復
旧
復
興
活
動
等
に
充
て
る
た
め
の
財
源
と

な
っ
て
い
る
。

財
政
調
整
基
金
は
、
令
和
五
年
度
末
で
十

億
円
程
度
積
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
程

度
の
リ
ス
ク
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
基
金
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
災
害
が
発
生
し
た
際
に
迅
速
な
復
興
活

動
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
②
次
期
シ
ー
ズ
ン
イ
ン
カ
レ
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
今
現
在
ど

の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
伺
う
。

㊀
準
備
室
に
つ
い
て
。

㊁
宿
泊
に
つ
い
て
。

㊂
雪
が
少
な
い
と
き
の
対
応
に
つ
い
て
。

　
　
②
（
町
長
）　

　
　

一
点
目
、
準
備
室
に
つ
い
て
、
今
年

度
イ
ン
カ
レ
の
開
催
が
決
定
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
本
年
四
月
に
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
準

備
室
か
ら
全
国
ス
キ
ー
大
会
準
備
室
へ
名
称

変
更
し
、
様
々
な
準
備
を
し
て
い
る
。

本
年
五
月
十
三
日
に
第
九
十
八
回
全
日
本

学
生
ス
キ
ー
選
手
権
大
会
大
鰐
町
実
行
委
員

会
を
設
立
し
、
大
会
開
催
に
必
要
な
事
案
に

対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
町
実
行
委
員
会
と

は
別
に
町
職
員
で
組
織
す
る
実
施
本
部
や
、

県
ス
キ
ー
連
盟
な
ど
の
競
技
団
体
を
含
め
た

競
技
運
営
部
会
を
設
置
し
、
準
備
を
進
め
て

い
る
。

二
点
目
、
宿
泊
に
つ
い
て
、
大
会
配
宿
業

務
の
委
託
業
者
の
公
募
を
行
い
、
八
月
二
十

三
日
に
決
定
し
た
と
こ
ろ
。
今
後
、
旅
館
・

ホ
テ
ル
な
ど
の
宿
泊
施
設
に
、
宿
泊
受
入
れ

に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
上
で
宿
泊
要
項

を
作
成
し
、
準
備
を
進
め
て
い
く
。

三
点
目
、
雪
が
少
な
い
と
き
の
対
応
に
つ

い
て
、
イ
ン
カ
レ
に
関
し
て
は
、
全
日
本
学

生
ス
キ
ー
連
盟
な
ど
の
関
係
団
体
と
協
議
し

な
が
ら
、
安
全
面
に
配
慮
し
、
円
滑
な
大
会

運
営
に
努
め
て
い
く
。
ま
た
、
雪
入
れ
作
業

に
つ
い
て
は
、
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、

予
算
な
ど
を
議
会
の
皆
様
に
も
相
談
し
た
い

問答

と
思
う
。

　
③
交
通
事
業
者
と
移
動
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
の
人
件
費
、
整
備
費
、
燃
料

費
、
車
両
保
険
が
増
え
、
こ
れ
を
実
施
す
る

事
業
の
人
た
ち
が
逆
に
維
持
す
る
の
が
大
変

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で

今
後
も
地
域
の
足
と
な
る
移
動
手
段
を
し
っ

か
り
と
確
保
で
き
る
の
か
伺
う
。

　
　
③
（
町
長
）　

　
　

地
域
に
お
け
る
移
動
手
段
の
確
保
・

維
持
は
、
交
通
分
野
の
課
題
解
決
の
み
に
と

ど
ま
ら
ず
、
ま
ち
づ
く
り
、
健
康
、
福
祉
、

教
育
等
の
様
々
な
分
野
で
大
き
な
影
響
を
も

た
ら
す
た
め
、
地
域
社
会
全
体
の
価
値
を
高

め
る
こ
と
に
も
直
結
す
る
と
認
識
し
て
い
る
。

本
町
で
は
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
デ
マ
ン

ド
バ
ス
を
導
入
し
、
従
前
の
路
線
バ
ス
に
代

わ
る
新
た
な
交
通
体
系
を
構
築
し
て
い
る
。

登
録
会
員
数
は
千
五
百
二
十
七
名
、
そ
の
う

ち
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
九
百
七
十

名
と
、
町
民
の
足
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
高
野
新
田
線
、
島
田

線
、
駒
の
台
線
の
三
路
線
を
維
持
す
る
た
め

の
経
費
は
、
働
き
方
改
革
や
原
油
、
物
価
高

の
影
響
を
受
け
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
。
ま

た
、
隣
接
自
治
体
を
結
ぶ
弘
南
バ
ス
や
弘
南

鉄
道
大
鰐
線
に
対
す
る
運
行
補
助
金
等
に
つ

い
て
も
同
様
に
、
財
政
支
出
が
増
加
し
て
い

る
。今

後
も
財
政
負
担
が
懸
念
さ
れ
る
状
況
で

は
あ
る
が
、
利
用
者
の
確
保
・
維
持
に
努
め

な
が
ら
、
公
共
交
通
の
確
保
に
努
め
て
い
く
。

問答
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

「まるごと大鰐秋の感謝祭」が開催されます！

令和６年度青森県ゲートキーパー養成講座《in 大鰐町》が開催されます！

12月1日は世界エイズデー！
●保健所ではエイズの相談・検査ができます
　世界エイズデーの今年のキャンペーンテーマは「U
＝ U 知ることから、もう一度。12月1日は世界エイ
ズデー。」です。HIV・エイズに関する検査や治療、
支援などの正しい知識を得て、HIV 検査の受検促進
や差別・偏見の解消につなげていきましょう。
　エイズは HIV（ヒト免疫不全ウイルス）に感染す
ることでおこる病気です。治療法の進歩により、HIV
陽性者は感染の早期把握、治療の早期開始・継続によ
りエイズの発症を防ぐことができ、感染前と変わらな
い日常生活を送ることが期待できるようになりました。

　まずは検査を受け、感染を早期に発見することが重
要です。感染が心配な方は早めに検査を受けましょう。
　保健所では、匿名・無料で検査を受けられます。専
用電話による予約のほか、インターネットによる検査
予約を受け付けています。また、ご希望により性器ク
ラミジア感染症、梅毒の検査も同時に受けられます。
　詳しくは電話又は青森県庁ホームページ『相談・検
査（青森県 STOP　AIDS）』をご覧ください。

■お問合せ
　弘前保健所エイズ相談専用電話　☎38・2389

大鰐ならではのものを “ まるごと ” 集めたイベントが下記のとお
り開催されます！おいしいグルメや楽しいステージイベントなどを
ご用意しておりますので、皆さまぜひお越しください！
●日　時　　令和６年11月23日（土・祝）、24日（日）
　　　　　　10時～15時
●ところ　　大鰐町地域交流センター「鰐 come」

■お問合せ　まるごと大鰐実行委員会（企画観光課内）
　　　　　　☎55・6561

　今、悩みを一人で抱え込み、孤独を感じている人が増えています。これを読んでいるあなたも、時には落ち込
むことがあるでしょう。また、身近な人や大切な人が落ち込んでいたらとても心配になりますよね。
　ゲートキーパーとは、落ち込んでいる人に気づき、声をかけてあげられる人のことです。「あの時、声をかけ
てあげていれば」、「どうして早く相談してくれなかったんだ」と思わずに済むように、一緒に誰かの「いつもと
何かが違う」に気が付き、助けるための一歩を踏み出す方法について学んでみませんか？

○日　時　令和６年12月２日（月）　14時～15時30分
○会　場　大鰐町地域交流センター「鰐 come」多目的ホール
○内　容　青森県　ゲートキーパー養成講座
○講　師　相馬　香里（青森県公認心理師・臨床心理士協会事務局長／弘前愛成会病院　公認心理師）
○申込先　https://forms.gle/Fo3wJEQWyj8gfCe3A
○参加費　無料

■お問合せ　青森県公認心理師・臨床心理士協会事務局
 jimu@aomorisccp.jp

※写真は昨年開催の様子です。
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国民健康保険・後期高齢者医療保険被保険者の皆様へ
マイナ保険証をご利用ください
本年12月２日以降、現行の被保険者証は発行できなくなります。まだマイナンバーカードを申し込んでいな

い方は、お早目の取得および被保険者証の登録をお願いいたします。

１　マイナ保険証を使うメリット
①　医療費を20円節約できます。

紙の保険者証よりも、皆さまの保険税（料）で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くな
ります。

②　より良い医療を受けることができます。
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役

立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

③　手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます。
限度額適用認定証等の申請をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

２　登録方法
マイナンバーカードを健康保険者証として利用するための登録がまだの方は、以下２つの準備をお願いします。
①　マイナンバーカードを申請

■申請方法は選択可能です
・オンライン申請（パソコン・スマートフォンから）
・郵便による申請
・まちなかの証明写真機からの申請
・役場住民生活課窓口

②　マイナンバーカードを健康保険者証として登録
■利用登録の方法

・医療機関・薬局の受付（カードリーダー）で行う
・「マイナポータル」から行う
・セブン銀行 ATM から行う
・役場住民生活課窓口

３　よくあるご質問
①　Ｑ：マイナンバーカードは安全なの？

Ａ：マイナンバーカードの IC チップには保険者証情報や医療情報自体は入っていません。紛失・盗難の
場合はいつでも一時利用停止ができます。暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正
に情報を読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。

②　Ｑ：マイナンバーカードを健康保険者証として利用するためにはどうしたらいいの？
Ａ：マイナンバーカードを健康保険者証として利用するためには、ご利用登録が必要です。初めて医療機

関を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。

③　Ｑ：どうやって受付するの？
Ａ：マイナ受付は顔認証付きカードリーダーで行います。マイナンバーカードを読み取り口に置くと受付

が始まりますので、画面の指示に沿って受付をしてください。

※詳しくは厚生労働省 Web サイトでご確認いただけます。
　「マイナンバーカード　保険証利用」で検索

■お問合せ　住民生活課　☎55・6563（直通）
・保険者証利用に関すること：国保年金係
・申請に関すること：戸籍住民係
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

「自己負担額は世帯で合算できます（世帯合算）」
同じ世帯内の国保に加入中の複数の方が同じ月に医療機関を受診したときや、ひとりの方が複数の医療機関を

受診したときは、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した負担額が負担限度額を超えた場合、超
えた分が高額療養費として支給されます。
≪合算対象のポイント≫
・70歳未満の方は、自己負担額（調剤は、処方箋を出した医科、歯科とそれぞれ合算した金額）が21,000円以

上のものが合算の対象となります。
・70歳以上の方は、自己負担した全金額が合算の対象になります。

「70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費（外来年間合算）」
平成30年度より、基準日（７月31日）時点の所得区分が一般または低所得だった方において、８月１日～翌

年７月31日までを一年とし、一年間の外来療養の自己負担額（限度額適用後の金額）の合計が144,000円を超
えた場合、超えた金額が外来年間合算高額療養費として支給されます。対象と思われる方には、申請の勧奨を行
っています。

「入院したときの食事代について（入院時食事療養費）」
入院した場合、診療にかかる費用とは別に、食事代を負担することになります。交付された「限度額適用認定

証」を医療機関に提示することで、食事代が下記の負担額になります。また、住民税非課税世帯の方が、医療機
関へ１食490円で支払った場合や、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合は、申請することに
より差額の返還を受けることができます。申請時には、医療機関から発行された領収書が必要です。

◇70歳未満の方の入院時食事療養標準負担額

所得区分 １食あたりの食事代

ア、イ、ウ、エ
（住民税課税世帯） 490円

オ
（住民税非課税世帯）

過去12か月で90日以内の入院 過去 12 か月で 90 日を超える入院※３

230円 180 円

◇70歳以上の方の入院時食事療養標準負担額

所得区分 １食あたりの食事代

現役並所得者（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）及び一般
（住民税課税世帯） 490円

低所得者Ⅱ（住民税非課税世帯）
過去12か月で90日以内の入院 過去12か月で90日を超える入院※３

230円 180 円

低所得者Ⅰ（住民税非課税世帯） 110円
（※３）90日を超えて入院した場合、適用を受けるためには、窓口で申請が必要です。また、申請には、入院日数が90

日を超えていることが確認できるもの（領収書等）をご持参ください。

「医療費と介護保険サービス費の合計が高額となったとき（高額介護合算）」
医療費が高額になった国保世帯に介護保険サービスを利用している方がいる場合、８月１日～翌年７月31日

までの一年間でそれぞれの限度額適用後の自己負担額を合算し、基準額を超えた金額が高額介護合算療養費とし
て支給されます。高額介護合算療養費の限度額については、所得区分によって異なるため国保年金係へお問い合
わせください。

■お問合せ　住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通）
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国民健康保険被保険者のみなさまへ

「医療費が高額になったとき（高額療養費）」
ひと月の医療費の自己負担額が高額となり、同じ月内で下記の負担限度額を超えた場合、申請することでその

超えた分が高額療養費として支給されます。対象になると思われる方には、申請の勧奨を行っています。医療機
関から発行される領収書は申請時に必要ですので保管しておきましょう。（紛失した場合は再発行が必要な場合
があります。）

医療費が高額となるときは、「限度額適用認定証※1」又は「限度額認定・標準負担額減額認定証」の申請をし
て交付された証を医療機関に提示することで、支払額を限度額までとすることができます。医療費が高額になる
ことが事前にわかっているとき（今後入院や手術を予定している等）にかかわらず、急に入院した時等の万が一
の備えとして事前に申請しておきましょう。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯は、交付できない場合
がありますのでご注意ください。

なお、マイナンバーカードを使用して受診すると、窓口での限度額適用認定証等の提示が不要になります。

◇70歳未満の方の自己負担限度額（月額）

所得区分 ３回目まで ４回目以降※2

所得901万円超 ア 252,600円＋(医療費－842,000円)×１％ 140,100 円

所得600万円超901万円以下 イ 167,400円＋(医療費－558,000円)×１％  93,000 円

所得210万円超600万円以下 ウ  80,100円＋(医療費－267,000円)×１％  44,400 円

所得210万円以下（住民税非課税世帯除く） エ 57,600円  44,400 円

住民税非課税世帯 オ 35,400円  24,600 円

◇70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額（月額）

所得区分 外来＋入院
（世帯単位）

限度額適用
認定証発行 

有・無
外来

（個人単位）

現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ（課税所得690万円以上） 252,600円＋(医療費－842,000円)×１％
〈４回目以降※２：140,100円〉 無

Ⅱ（課税所得380万円以上） 167,400円＋(医療費－558,000円)×１％
〈４回目以降※２：93,000円〉 有

Ⅰ（課税所得145万円以上）  80,100円＋(医療費－267,000円)×１％
〈４回目以降※２：44,400円〉 有

一般（課税所得145万円未満等） 18,000円 57,600円
〈４回目以降※２：44,400円〉 無

低所得者Ⅱ  8,000円 24,600円 有

低所得者Ⅰ  8,000円 15,000円 有

（※１）70歳以上の方の「限度額適用認定証」は、区分によっては発行されない場合がありますので、表をご確認いた
だくか、国保年金係までお問い合わせください。

（※２）過去12か月以内に同世帯で限度額を超えた高額療養費の支給が、４回以上あった場合に適用される限度額です。

◎所得区分は町民税の申告の額で決まります。令和６年８月～令和７年７月診療分は令和６年度（令和５年分）
の所得額で決定されます。

◎入院時の食事代や診断書料など、保険適用外のものは高額療養費の対象となりません。
◎同じ医療機関でも、医科と歯科、入院と外来は別計算となり、70歳未満の方は保険適用の自己負担額が

21,000円を超えたものが合算の対象となります。
◎調剤は、処方箋を出した医科、歯科とそれぞれ合算します。
◎75歳を迎えた月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ２分の１になります。
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

空家等相談会の開催について

●歯科健康診査を受診できる医療機関が増えます！
歯科健康診査（歯科健診）は、口腔機能の低下や、誤嚥性肺炎等の予防を図るために実施しているものですの

で、積極的な受診をお願いします。
令和６年10月より、新たに「ゆみデンタルクリニック」でも受診可能となりました。
▶対象者

大鰐町に住所を有する青森県後期高齢者医療保険に加入している方が対象です。
※ただし、病院等医療機関に６か月以上継続して入院している人、障害者支援施設、養護老人ホーム、特定

施設、介護保険施設等に入所又は入居している人は受診できません。
対象者には、オレンジ色の受診券が送付されています。（健康診査受診券に同封されています）

▶歯科健診の内容
問診、歯の状態と歯周病の状態、義歯の状態、咬合の状態、口腔内の衛生状況、口腔（嚥下）機能の状態な
どを検査します。

▶受診の方法
町内の歯科医院で受診できます。
受診を希望する人は、直接、電話等で歯科医院へ申し込み（予約）してください。
受診の際は、必ず「後期高齢者医療被保険者証」と「令和６年度後期高齢者歯科健康診査受診券」を持参し
てください。

歯科医院名 住　所 電　話

デンタルクリニックさとう 大鰐字前田33－２ 49・1155

成田歯科医院 大鰐字大鰐81－２ 48・2907

ゆみデンタルクリニック 蔵館字村岡125－１ 40・0365

▶実施期間
受診券到着時から令和７年３月31日まで。

▶歯科健診の料金
年度内１回は無料で受診できます。
※ただし、年度内２回以上の受診、上記以外の検査、治療や指導に要する費用は自己負担となりますので、

ご注意ください。

■お問合せ　住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通）

大鰐町空家等対策協議会では、町内にある空家等の対策として、次の日程により相談会を開催します。
●開催日時
　令和６年12月11日（水）13時30分～15時30分
●場　所
　大鰐町役場　第三会議室
●対象者
　町内にある空家等の所有者または管理者
●相談員
　山鹿司法書士事務所　山鹿高紀司法書士
●申込方法
　令和６年12月６日（金）まで電話にてお申し込みください。

■お問合せ　大鰐町空家等対策協議会（大鰐町建設課内）　☎55・6594（直通）



15 広報おおわに 11月号

住民生活課（年金）だより

大鰐町の「省エネ」「働き方改革」に向けた取り組み

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
日本年金機構から、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象者宛に発送されています。お手元に

届きましたら、年末調整や確定申告の際にご利用ください。
　送付スケジュールは次の通りです。

発送時期 対象者

令和６年10月下旬から11月上旬 令和６年１月１日から令和６年９月30日までの間に国民年金保険料を納付さ
れた方

令和７年２月上旬（予定） 令和６年10月１日から令和６年12月31日までの間に国民年金保険料を納付さ
れた方（上記の対象者は除きます。）

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控
除の対象となるのは令和６年１月１日から令和６年12月31日に納められた保険料の全額です。対象期間中のお
支払いであれば、過年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。

なお、ご家族の負担すべき分を支払っている場合は、ご自身の分に加えその保険料についても控除が受けられ
ます。

また、日本年金機構ホームページにおいて「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する概要、よく
あるご質問（Q&A）等について掲載されていますのでぜひご覧ください。また、同ホームページに、お問い合
わせに対してチャットの形式で自動的に応答するチャットボット（控除証明書相談チャット）が開設されていま
すのでぜひご利用ください。

ホームページ　日本年金機構（https://www.nenkin.go.jp/）
相談ダイヤル　年金ダイヤル（☎0570・003・004）

■お問合せ　住民生活課国保年金係　☎55・6563（直通）
　　　　　　日本年金機構　弘前年金事務所
　　　　　　〒036・8538　弘前市大字外崎五丁目２番地６　☎27・1339

これまで職員の執務時の服装については、暑さによる業務効率の低下を防ぐことを目的として、５月から10
月までの期間に限り、軽装（クールビズ）での執務を奨励してきました。

今回、「省エネ」「働き方改革」の観点から、新たに基準を定めた上で、職員各自の判断により気候や室温の変
化に応じて快適に執務できる服装を選択できるよう、取扱いを見直すこととしました。

令和７年４月１日（火）からの本格運用に向け、令和６年11月１日（金）から令和７年３月31日（月）まで
を当該取扱いの試行期間としています。これに伴い、令和７年２月28日（金）まで庁舎正面玄関にアンケート
を設置していますので、御意見・御提案がございましたらアンケートの記入をお願いします。

●服装の基準
・執務時の服装については、各自の判断によりノーネクタイ等、体温調整しやすく働きやすい服装で勤務する

ことを奨励する。ただし、町民や来庁者に不快感、不信感を与えず、かつ公務員としての品位を保ち、清潔
感と節度ある服装を心がけること。

・公式行事や外部機関主催の会議等、社会通念上必要とされる場合においては、ネクタイやジャケットの着用
など相応なフォーマルな服装とすること。

■お問合せ　総務課人事行政係　☎48・2111
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

大鰐町の町民一人当たりの決算について
　広報 10 月号で令和５年度の決算について掲載しま
したが、町の財政状況をよりわかりやすくお知らせす
るため、町民一人当たりの決算を公表します。
　 令 和 ５ 年 度 の 決 算 額 を 令 和 ６ 年 ３ 月 末 の 人 口

（8,411 人）で割ったもの、令和４年度の決算額を令
和５年３月末の人口（8,609 人）で割ったものです。

３．一般会計の歳出（目的別）
 支出を目的別に区分したものです。

区　　分 R5年度 R4年度
議会費 7,479 7,182
総務費 91,990 95,889
民生費 200,195 174,506
衛生費 100,019 116,342
労働費 423 392
農林水産業費 25,532 23,540
商工費 25,575 38,672
土木費 83,039 93,416
消防費 33,092 30,601
教育費 73,539 39,939
災害復旧費 7,831 6,384
公債費 71,018 167,694
諸支出金 15,601 37,640

歳  出  合  計 735,333 832,197

５．地方債残高
　町全体の地方債（借金）残高は、町民一人当たり
1,182,372 円となっております。

区　　分 R5年度 R4年度
一般会計 878,865 848,657
温泉事業特別会計 248 377
簡易水道事業特別会計 1,308 476
公共下水道事業特別会計 299,285 308,800
診療所事業会計 2,666 3,202

地  方  債  合  計 1,182,372 1,161,512

４．基金残高
　一般会計の基金、特別会計の基金、定額の資金を運
用する基金に区分しております。町全体の基金（貯金）
残高は、町民一人当たり 322,129 円となっております。

区　　分 R5年度 R4年度
一
般
会
計

財政調整基金 120,476 117,701
減債基金 26,293 675
その他特定目的基金 117,222 119,268

特
別
会
計

国民健康保険財政調整基金 24,511 19,492
介護保険財政調整基金 15,601 13,910
温泉事業財政調整基金 1,491 1,769
簡易水道事業財政調整基金 1,336 1,663

定
額
運
用

土地開発基金 2,001 1,955

奨学基金 13,198 12,610

基　金　合　計 322,129 289,043

２．一般会計の歳出（性質別）
　支出を性質別に区分したもので、支出が義務付けら
れる経費（義務的経費）、公共施設等の建設や災害復
旧に係る経費（投資的経費）、その他の経費に区分し
ております。歳出合計は 735,333 円となっております。

区　　分 R5年度 R4年度

義務的
経　費

人件費 89,753 86,601
扶助費 100,038 91,058
公債費 71,018 167,693

投資的
経　費

普通建設事業費 126,954 121,666
災害復旧事業費 7,831 6,384

その他
の経費

物件費 93,491 95,124
維持補修費 19,855 27,574
補助費等 117,605 124,377
積立金 12,180 17,322
投資・出資金 828 296
貸付金 155 221
繰出金 95,625 93,881

歳　出　合　計 735,333 832,197

１．一般会計の歳入
　町の権限で収入できるもの（自主財源）とできない
もの（依存財源）に区分しております。地方交付税が
最も大きく、町民一人当たり 385,873 円となってお
り、歳入合計は 777,261 円となっております。

区　　分 R5年度 R4年度

自　

主　

財　

源

町税 77,243 74,808
分担金負担金 4,118 948
使用料手数料 2,703 2,804
財産収入 2,341 1,247
寄附金 2,494 2,119
繰入金 15,479 104,245
繰越金 12,297 1,815
諸収入 5,973 5,460

依　

存　

財　

源

地方譲与税 8,609 8,363
地方消費税交付金等 26,225 25,901
地方特例交付金 487 504
地方交付税 385,873 378,918
国庫支出金 107,521 107,246
県支出金 49,062 53,374
町債 76,836 99,760
歳　入　合　計 777,261 867,512

注：単位は全て円単位です。
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「税を考える週間」
毎年11月11日から17日は「税を考える週間」で

す。
この期間中は、皆さんに税の仕組みや役割など、税

に対する理解を深めていただくため、国税庁、総務省、
都道府県や市町村が協力して広報活動を行います。

私たちの生活に欠かすことのできない道路、上下水
道などのインフラ整備、警察・消防、教育、社会保障
などの公共サービスを提供するためには費用がかかり
ます。このようなサービスの費用を広く公平に負担し
ていただいているのが「税」です。

「大鰐町が課税している税」
●個人町民税

１月１日に大鰐町に住所を有する個人が納める税金
です。

均等の額によって負担する「均等割」と、前年の所
得金額に応じて負担する「所得割」があり、個人県民
税と合算して町が徴収します。
●法人町民税

大鰐町に事務所又は事業所を有する法人が納める税
金です。

資本金等の額と従業員の数に応じて負担する「均等
割」と、法人税額に応じて負担する「法人税割」があ
ります。
●固定資産税

毎年１月１日に固定資産（土地、家屋、償却資産）
を所有する方が、固定資産の価格をもとに納める税金
です。

●国民健康保険税
国民健康保険被保険者である世帯主が、世帯の所得

や被保険者の人数に応じて納める税金です。国民健康
保険事業費納付金の納付などに要する費用に充ててい
ます。
●軽自動車税（環境性能割）

新車・中古車を問わず、三輪以上の軽自動車を取得
した方が取得価格や環境性能に応じて納める税金で
す。

当分の間、町に代わり県が賦課徴収を行います。
●軽自動車税（種別割）

毎年４月１日に軽自動車などを所有している方が、
総排気量などに応じて納める税金です。
●入湯税

鉱泉浴場における入湯客が納める税金です。浴場が
入湯客から徴収し、町に納付します。環境衛生施設な
どの整備や観光の振興に要する費用に充てています。
●町たばこ税

製造たばこの卸売販売業者（日本たばこ産業株式会
社など）が、町内の製造たばこ小売販売業者に売り渡
した製造たばこの本数に応じて納める税金です。

町内の小売業者へ売り渡した本数に応じて、町に納
められます。

大鰐町たばこ販売協議会の会員の店舗でたばこを購
入していただくと、ライターをサービスしています。

サービスライターは、次の販売店で取り扱っていま
す。

（各店舗200本限定です。）

■お問合せ
　税務課　☎55・6562（直通）
　常時、納税相談を受け付けております。

・油川商店（大鰐）
・ウエダ調剤薬局（大鰐）
・幸山商店（駒ノ台）
・竹内酒店（唐牛）
・地酒の駅そうま屋米酒店（大鰐）
・虎屋（蔵館）
・西沢酒米店（蔵館）
・蛭田商店（三ツ目内）
・三上商店（唐牛）
・山久酒店（高野新田）
・山崎みやげ店（大鰐）
・山本酒仕出し店（大鰐）
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インフォメーション　  まちのお知らせ 

高齢者虐待を防ぐために

65歳以上の高齢者を世話する家族や親族、同居人などの養護者による高齢者虐待にはさまざまな行為があり
ます。高齢者虐待防止法では、虐待を「身体的虐待」「介護や世話の放棄・放任（ネグレクト）」「心理的虐待」「経
済的虐待」「性的虐待」の５つに分けて定義しています。

体はもちろん、心を傷つけること、世話をしないことも虐待にあたります。虐待は、どの家庭でも起こる可能
性があり、虐待をしている・されているという自覚がないこともあります。どのような行為が虐待とされるのか、
一部をご紹介します。
高齢者虐待の一例

身体的虐待
・叩く、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる。無理やり食事を口に入れる。
・意図的に薬を過剰に服用させて動きを抑制する。外から鍵をかけて閉じ込める。

介護や世話の放棄・放任（ネグレクト）
・皮膚や衣類、おむつが汚れている状態を日常的に放置する。食事をあたえない。冷暖房を使わせない。
・必要な治療や受診の対応をしない。家族の虐待行為を見て見ぬふりをする。

心理的虐待
・怒鳴る。ののしる。排泄等の失敗をあざ笑い、人前で話して恥をかかせる。
・高齢者が話しかけているのを意図的に無視する。面会者が来ても合わせないなど、外部との連絡を遮断する。

経済的虐待
・必要な金銭を渡さない。年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する。

性的虐待
・排泄を失敗した罰として下半身を裸にして放置する。排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半

身を裸にしたり下着のまま放置する。
※「虐待かもしれない…」と思うことがあれば、早めの相談をお願いします。確信が持てなくとも、まずは、
下記のお問い合わせ先にご相談ください。相談者に関する情報は保護されますのでご安心ください。（高齢
者虐待防止法第８条）

介護に悩んだらご相談ください
虐待の背景には、家族の介護疲れや生活苦、高齢者の認知症発症などがあります。
介護について相談できず１人で抱え込み、介護しているつもりが気付かないうちに虐待に繋がっていることも

あるため、悩みがあれば周りに相談してみましょう。相談する人がいない、相談する場所が分からないという場
合は、下記へご連絡ください。

■お問合せ　保健福祉課地域包括支援係　☎55・6569

青色申告１年目から加入可能に
収入保険は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収入

減少や価格低下なども含めた収入減少を補てんする仕組みで
す。青色申告を行っている農業者が加入することができます。

これまで、収入保険に加入するためには、２年以上の青色
申告の実績が必要でしたが、制度改正により１年分の青色申
告実績で加入できるようになりました。青色申告の実績期間
が短縮されたことで、令和７年から青色申告をされる方であ
れば、令和８年１月から収入保険に加入することができます。

近年多発している自然災害や価格低下などのリスクに備え
るために、青色申告を行い、収入保険に加入しましょう！

■お問合せ・申込先
青森県農業共済組合ひろさき支所
☎28・5700

【令和８年に青色申告１年分のみで新規加入する
「個人農業者」の場合のスケジュール】

始めよう！
青色申告
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手作りミニクリスマスツリー　－参加者募集－
津軽広域連合では、冬休みに小学生のみなさんを対象に体験教室を開催します。ご応募お待ちしています！

【開催日時】12月24日（火）14時から15時30分
【開催場所】ヒロロ３階　多世代交流室２（現地集合・解散）
【体験内容】手作りミニクリスマスツリー
【講　　師】Cient Fiori 藤田久美子さん
【参 加 費】１人　1,500円
【参加対象】弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村にお住まいの小学生（小

学３年生以下は保護者同伴での参加をお願いします。）
【募集人数】18人
【応募方法】「はがき」または「電子メール」に、①郵便番号・住所、②参加者氏名（ふりがな）、③学年・年齢、

④保護者氏名（ふりがな）、⑤電話番号、⑥パーツの色（赤か白どちらか）を記入してお申込みく
ださい。

【申込期限】12月５日（木）当日消印有効
　　　　　　＊１回の応募で２人まで申込みできます。①から⑥をそれぞれ明記ください。
　　　　　　＊応募者多数の場合は抽選を行い、結果を12月12日（木）に通知します。

■お問合せ・申込先
〒036・8003　弘前市大字駅前町９番地20　ヒロロ３階
津軽広域連合　手作りミニクリスマスツリー係　☎31・1201
E-mail　rengou@tsugarukoiki.jp
ホームページ　http://tsugarukoiki.jp
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火災予防・交通安全　  こちら警察・消防！

ネットトラブルを防止しよう
　令和５年中、全国で SNS がきっかけで犯罪被害に
遭った児童は1,665人でした。
・児童ポルノ被害が最も多く592人でした。
・不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐などが増

加しています。
・小学生と中学生の被害が増加しています。
●実際にこんな事件がおきています！
・女の子同士で下着姿の写真を交換したＡさん。しか

し、相手は男性で、「次は裸の写真を送れ！言うこ
とを聞かないと下着姿の写真をばらまくぞ」と脅迫
された。

・Ｂさんが SNS に「家出したい」と書き込んだら、
家に来てもいいよと言う人が現れた。親切な人だと
思い、家に行ったら監禁されて、性被害に遭ってし
まった。

●保護者のみなさんへ
　SNS を利用して犯罪の被害に遭った児童数は増加
傾向にあり、被害児童の中で、フィルタリング利用の
有無が判明した被害児童のうち、約９割がフィルタリ
ングを利用していません。お子さんにとってインター
ネットが身近になっている今日では、お子さんが被害
に遭わないように、保護者が見守っていく必要があり
ます。また、日頃から家庭でのコミュニケーションを
とり、お子さんにインターネットの危険性を教えるこ
とや、一緒に家庭のルールを作ることが大切です。

■記事に関するお問合せ
　黒石警察署　☎52・2311
　黒石警察署大鰐交番　☎48・2241

高齢者を交通事故から守ろう
　日没が早くなり、帰宅時間帯と重なることから、夕
暮れから夜間にかけて交通事故が多発する傾向にあ
り、なかでも高齢者の方の被害が多くなっています。
交通ルールを守り、交通事故を起こさない、交通事故
に遭わないようにしましょう。
●運転者の皆さんへ
　周囲に存在をアピールし、歩行者や自転車を見落と
さないようにしましょう。「早めのライト点灯」「昼間
より抑えた速度」「ライト上向き（対向車、先行車が
いないとき）」を心がけ、交通事故を防ぎましょう。

●歩行者の皆さんへ
　夜間は、みなさんが想像しているよりも運転者から
歩行者が見えにくいものです。直前横断などの無理な
横断は控え、見えやすい服装を着用しましょう。
●自転車利用の皆さんへ
・自分の身を守るため、ヘルメットを着用しましょう。

また、あごひもをしっかり締める等正しい方法で着
用しましょう。

・一時停止標識のあるところや見通しの悪いところで
は、必ず止まって左右の安全を確かめましょう。

・夜間に自転車を利用するときは、必ずライトを点灯
しましょう。

・自転車は原則「車道の左側を通行」です。歩道は
「歩行者優先」です。やむを得ず歩道を通行すると
きは、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。

■記事に関するお問合せ
　黒石警察署　☎52・2311
　黒石警察署大鰐交番　☎48・2241

指名手配被疑者の検挙に御協力を！
　令和６年８月末現在、全国の警察から指名手配され
ている者は、凶悪事件などで特に警察庁が指定してい
る重要指名手配被疑者をはじめとして、約590人に上
っています。
　これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、
暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領等の事件に関して指名
手配されており、再び犯行を行うおそれがあります。
　警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で、
11月中に全国警察の総力を挙げて追跡捜査を行うこ
ととし、これら被疑者の早期検挙に取り組んでいると
ころです。
　指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、国民
の皆さんの御協力が是非とも必要です。
　指名手配被疑者によく似た人を見掛けたといった情
報など、どんなわずかなことでも結構ですので、警察
に通報していただくようお願いします。

■記事に関するお問合せ
　黒石警察署刑事課　☎52・2311
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※緊急時は１１０番への通報をお願いします。
※通報者のプライバシーは法律で保護することが定

められていますので安心してください。

女性に対する暴力をなくそう
●女性に対する暴力をなくす運動（12月12日から25
日）

　暴力は性別に関わらず、決して許されるものではあ
りません。配偶者等からの暴力、ストーカー行為等に
あっても重大な人権侵害行為です。
　配偶者等からの暴力は、家庭内において行われるた
め、外部からの発見が困難であり、潜在化しやすく、
さらには加害者に罪の意識が薄いことが多いので、周
囲が気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が
深刻化しやすい傾向にあります。
　国民一人一人が暴力は重大な人権侵害行為であるこ
とをよく理解し、暴力を容認しない社会の実現に向け、
積極的に取り組んでいくことが必要です。
●DVとは
　夫婦や内縁、同居しながら交際する間柄で、相手か
ら殴る・蹴る等の暴力や心身に有害な影響を及ぼす言
動を受けることを DV（ドメスティック・バイオレン
ス）といいます。暴力行為や脅迫行為は、夫婦げんか
の延長だと思われがちですが夫婦間であっても犯罪で
す。
　また、子どもの面前での暴力行為は児童虐待となり、
子どもの健やかな成長発達に悪影響を及ぼします。
●DV被害について
　DV に関する相談件数は年々増加傾向にあり、警察
が 対 応 し た 相 談 等 の 件 数 だ け で も、 平 成14年 で
14,140件であったものが、令和５年には88,619件と
なっています。
　配偶者から暴力を受けたことがある人の多くは「相
談するほどのことではないと思った」や「子どものた
めに相手とは別れられない」などと回答しており、
DV は被害者の被害意識が希薄であったり、暴力被害
が内在化することが特徴です。

～このような被害に悩んでいませんか～
　警察では、あなたを守ることを最優先に対応します。
まず、お近くの警察署へご相談ください。身の危険を
感じたときは、迷わず１１０番を！

■記事に関するお問合せ
黒石警察署　☎52・2311
黒石警察署大鰐交番　☎48・2241

児童虐待防止にご協力を
●児童虐待防止に向けて
　近年、全国的に児童に対する暴力行為や養育放棄な
どの児童虐待に関する事件が多発し、本県における児
童虐待事案の取扱件数も増加の一途をたどっていま
す。児童虐待の防止は、社会全体で取り組まなければ
ならない大きな問題です。
●児童虐待とは・・
　児童虐待とは、保護者（親権を行う者、未成年後見
人その他の者で、児童を現に監護するもの）が、18
歳に満たない児童に対し、次のようなことを行うこと
です。

▼身体的虐待
　殴る、蹴る、叩く、首を絞める、投げ落とす、激し
く揺さぶる、たばこの火を押しつける、熱湯をかける、
溺れさせるなど

▼性的虐待
　児童への性的行為、性器や性的行為を見せる、児童
をポルノ画像やポルノ動画の被写体にするなど

▼ネグレクト（養育の拒否や放置）
　家に閉じ込める、家に残したまま度々外出する、適
切な食事を与えない、衣服などを不潔なままにする、
児童が学校に登校する意思があっても登校させない、
病気になっても医者に診せない、車内放置など

▼心理的虐待
　言葉による脅し、児童を無視したり拒否的な態度を
示す、児童の心を傷つける様な言動をする、きょうだ
い間での差別的扱い、児童の面前での配偶者間の暴力

（ドメスティック・バイオレンス：DV）など
●もしかして児童虐待では？と思ったら・・まず通報
①身体、顔に不自然な傷や痣がある
②季節にそぐわない服を着ている
③駐車場の車内に子どもだけ放置されている
④子どもの泣き声と大人の怒鳴り声がいつも聞こえる
あなたの「通報」が児童虐待から子どもたちを
救います。

■児童虐待通報ダイヤル
☎１

い ち は や く

８９番（お近くの児童相談所に接続します。）

警察だより
黒石警察署大鰐交番
☎48・2241
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火災予防・交通安全　  こちら警察・消防！

守りたい守りたい

未来があるから　火の用心未来があるから　火の用心

令和６年度全国統一防火標語令和６年度全国統一防火標語

災害出動体制について

当消防本部では、災害が発生した場合、勤務者全員
が災害現場に出動することがあります。

このため、災害の状況に応じて分署近隣の職員が召
集されますが、召集された近隣職員が来るまでの間、
分署は一時的に職員が不在となることがあります。そ
の場合、庁舎が施錠されて来庁者の応対ができなくな
ります。

来庁時に緊急の場合は、玄関付近に備え付けてある
緊急電話か、ご自身の携帯電話から 119 番に通報し
てください。お急ぎではない用件の場合は、代表電話

（32・5101）にお問い合わせください。地域住民の
皆様には、ご不便ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解
ご協力をお願いします。

なお、出動中の災害情報は、弘前地区消防事務組合
災害情報テレホン（050・5536・3896）でご案内し
ています。

■お問合せ
　消防本部警防課　☎32・5103

住宅用消火器の設計標準使用期限は
おおむね５年です！

見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置して
いると不具合が生じることがあります。メーカーが推
奨する消火器の設計標準使用期限は製造よりおおむね
10年（住宅用消火器はおおむね５年）です。

新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」も
書かれています。設計標準使用期限が書かれていない
消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いします。

ご家庭に自主的に設置している消火器については、
消防法令上の交換義務はありませんが、老朽化・腐食
等による破裂事故の可能性もありますので注意くださ
い｡

■お問合せ
　東消防署南分署　☎48・2108

消防だより

東消防署 南分署
☎48・2108

■大鰐町内の火災・救急発生状況
（令和６年９月末現在）

令和６年 前年比

火　災 ３件 ＋１件
救　急 ３４０件 －１件

有
料
広
告
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行事予報・戸籍の窓口など　  月替わり掲載コーナー 

行事予報

■
毎
月
20
日
は
、
健
康
の
日
で
す
。
自
分
の
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

11 月
17日（日） ○大鰐町社会福祉大会（大鰐町総合福祉センター）

23日（土）・24日（日） ○まるごと大鰐　秋の感謝祭（大鰐町地域交流センター「鰐 come」）

12 月
21日（土） ○大鰐温泉スキー場オープン

28日（土）～ ○役場閉庁（１月５日（日）まで）

お誕生おめでとう　
お子さん（地区名）

戸籍の窓口 （※順不同、敬称略。大鰐町に届け出し、希望された方のみ掲載しています。）

■ 9月受付分

・清　水　登和子（102歳）大鰐３

・山　口　トミヱ（93歳）  大鰐１

・下　山　伊佐久（97歳）  虹貝

・竹　内　ハツエ（94歳）  大鰐６Ａ

・工　藤　勢津子（87歳）  元長峰

・前　田　ミ　ヨ（88歳）  宿川原

・浅　利　忠　男（77歳）  森山

・齊　藤　秀　子（69歳）  元長峰

・福　田　キ　サ（92歳）  唐牛

・川　村　真
ま

　白
しろ

（大鰐６Ａ）

・原　子　　　葵
あお

（長峰）

大鰐町の人口と世帯数
令和６年９月末日現在
人　口 8,305人
前月比 －18人
　　男 3,825人
　　女 4,480人
平均年齢 57.6歳
世帯数 4,059世帯
前月比 －８世帯

おくやみもうします　
亡くなった人（年齢）地区名
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お知らせ・募集など　 おおわにかわら版

小
・
中
学
校
の
講
師
募
集
！

（
令
和
７
年
４
月
か
ら
勤
務
）

●
小
・
中
の
教
員
免
許
状
の
所
有
者
対
象

　

公
立
小
・
中
学
校
に
お
い
て
、
令
和
７
年
４
月

か
ら
勤
務
が
可
能
な
児
童
・
生
徒
の
指
導
に
当
た

る
講
師
（
臨
時
的
任
用
職
員
）
を
募
集
し
て
い
ま

す
。「
ブ
ラ
ン
ク
が
長
い
が
問
題
な
い
か
」
な

ど
、
お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
応
募
資
格　
小
・
中
学
校
の
教
員
免
許
状
を
所

有
し
て
い
る
人

※
「
臨
時
免
許
状
」
を
授
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、

所
持
免
許
状
以
外
の
校
種
・
教
科
の
指
導
が
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
例
）
中
学
校
（
数
学
）
の
免
許
状
を
有
し
て
い

る
方
が
小
学
校
で
教
科
指
導
で
き
る
。

●
応
募
方
法　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）

に
掲
載
し
て
い
る
「
青
森
県
公
立
学
校
臨
時
的
任

用
職
員
申
請
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
県
教
育
庁
中
南
教
育
事
務
所

☎
３
２
・
４
４
５
１

人
権
特
設
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

　

日
々
の
生
活
の
中
で
、
ど
こ
に
相
談
し
て
よ
い

の
か
分
か
ら
な
く
て
困
っ
て
い
る
こ
と
、
人
権
問

題
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

大
鰐
町
人
権
擁
護
委
員
が
、
右
の
日
程
で
、
無

料
で
相
談
に
応
じ
、
相
談
内
容
は
秘
密
厳
守
で

す
。
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

令
和
６
年
度
人
権
擁
護
委
員
は
山
口
裕
子
委

員
、
下
山
泰
弥
委
員
、
山
谷
和
之
委
員
、
神

文

委
員
、
山
本
孝
一
委
員
の
５
名
で
す
。

　

な
お
相
談
時
間
は
い
ず
れ
も
10
時
か
ら
15
時
ま

で
で
す
。

●
開
設
日　
12
月
４
日
（
水
）、
１
月
８
日
（
水
）

　
　
　
　
　

２
月
５
日
（
水
）、
３
月
５
日
（
水
）

●
場
所　
大
鰐
町
中
央
公
民
館

問
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

☎
５
５
・
６
５
６
３
（
直
通
）

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間
に
伴
う
特
設
相
談
日
開
催

　
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
が

11
月
13
日
（
水
）
か
ら
11
月
19
日
（
火
）
ま
で
実

施
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
に
伴
い
特
設
相
談
日
を
開
催
し
ま
す
。
相

談
内
容
は
、
女
性
の
人
権
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

る
相
談
（
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
職
場

で
の
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー

被
害
、
女
性
差
別
、
離
婚
問
題
、
家
庭
内
問
題

等
）
で
す
。
予
約
不
要
で
無
料
で
す
。
秘
密
は
守

ら
れ
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
実
施
日
時　
11
月
15
日
（
金
）
10
時
か
ら
16
時

●
相
談
場
所

青
森
地
方
法
務
局
弘
前
支
局　

☎
２
６
・
１
１

５
０

〒
０
３
６
・
８
０
８
７

弘
前
市
大
字
早
稲
田
３
―
１
―
１

●
相
談
員　
人
権
擁
護
委
員
及
び
弘
前
支
局
職
員

青
色
申
告
決
算
説
明
会
の
お
知
ら
せ

　

令
和
６
年
よ
り
新
規
に
青
色
申
告
を
始
め
る
方

を
対
象
と
し
て
、
青
色
申
告
決
算
説
明
会
を
弘
前

市
役
所
、
弘
前
青
色
申
告
会
と
の
共
催
に
よ
り
次

の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。

●
開
催
場
所

弘
前
市
民
文
化
交
流
館
４
階
ホ
ー
ル

弘
前
市
大
字
駅
前
町
９
―
20　

ヒ
ロ
ロ
内

＊
会
場
の
駐
車
場
（
有
料
）
は
利
用
台
数
に
限
り

が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
公
共
の
交
通
機

関
を
ご
利
用
願
い
ま
す
。

●
開
催
日
時　
令
和
６
年
12
月
19
日
（
木
）

10
時
30
分
か
ら
12
時　

営
業
・
不
動
産
所
得
に

つ
い
て

13
時
30
分
か
ら
15
時　

農
業
所
得
に
つ
い
て

●
説
明
内
容　
青
色
申
告
の
決
算
の
仕
方

　
　
　
　
　
　

消
費
税
の
計
算
の
仕
方

問
弘
前
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

☎
３
２
・
０
３
３
３
（
直
通
）

年
末
調
整
説
明
会
の
ご
案
内

●
と
き　
11
月
18
日
（
月
）
10
時
か
ら
・
14
時
か

ら
（
各
30
分
前
か
ら
受
付
開
始
）

●
と
こ
ろ　
弘
前
市
民
文
化
交
流
館
ホ
ー
ル
（
ヒ

ロ
ロ
４
Ｆ
）

●
定
員　
午
前
午
後
と
も
に
72
名
（
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
）

●
持
参
書
類　
年
末
調
整
関
係
資
料
一
式
（
10
月

下
旬
に
郵
送
予
定
）

問
公
益
社
団
法
人　

弘
前
法
人
会

F
０
１
７
２
・
３
２
・
９
２
１
４

＊
説
明
会
名
、
午
前
・
午
後
、
会
社
団
体
名
、
住

所
、
電
話
番
号
、
参
加
者
名
を
記
載
の
上
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
に
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

＊
各
社
（
者
）
様
ご
参
加
は
極
力
１
名
で
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

宮
下
知
事
と
対
話
す
る
「
＃
あ

お
ば
な
」
実
施
団
体
募
集

　

宮
下
知
事
が
出
向
い
て
県
民
の
皆
さ
ま
の
声
を

お
聴
き
す
る
、
県
民
対
話
集
会
「
＃
あ
お
ば
な
」

の
実
施
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

●
対
象　
県
内
所
在
の
10
名
程
度
の
参
加
者
が
見

込
ま
れ
る
団
体
等

●
募
集
期
間　
令
和
６
年
11
月
27
日
（
水
）
か
ら

12
月
11
日
（
水
）

●
実
施
期
間　
令
和
７
年
１
月
22
日
（
水
）
か
ら

３
月
23
日
（
日
）

●
応
募
方
法　
専
用
応
募
フ
ォ
ー
ム
か
ら
受
付

問
青
森
県
総
務
部
広
報
広
聴
課

☎
０
１
７
・
７
３
４
・
９
１
３
８

青
森
家
庭
裁
判
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
裁
判
員
制
度

～
ま
も
な
く
名
簿
記
載
通
知
を
発
送
し
ま
す
～

　

11
月
中
旬
頃
、
令
和
７
年
裁
判
員
候
補
者
名
簿

に
登
録
さ
れ
た
方
に
対
し
て
名
簿
記
載
通
知
を
お



25 広報おおわに 11月号

F…ファクス  E…E メール  H…ホームページ  問…お問合せ・お申込み先

送
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
来
年
２
月
頃
か
ら
の
約

１
年
間
に
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
事
前
に
お
伝
え
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
裁
判
員
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す
ぐ
に
裁
判

所
に
お
越
し
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
建
築
大
工
技
能
検
定
実
技
試
験
対

策
講
習
」
受
講
生
募
集
の
お
知
ら
せ

　

在
職
中
の
方
を
対
象
と
し
た
技
能
検
定
対
策
講

習
を
実
施
し
ま
す
。

●
と
き

　
（
現
寸
図
・
墨
付
）　

12
月
９
日
（
月
）、
11
日

（
水
）、
13
日
（
金
）、
16
日
（
月
）、
18
日
（
水
）

　
（
加
工
・
組
立
）　

１
月
15
日
（
水
）、
17
日

（
金
）、
20
日
（
月
）、
22
日
（
水
）、
24
日
（
金
）

　

18
時
か
ら
21
時

●
と
こ
ろ　
弘
前
高
等
技
術
専
門
校
（
弘
前
市
大

字
緑
ヶ
丘
一
丁
目
９
―
１
）

●
定
員　
各
10
名

●
受
講
料　
各
１
３
０
０
円

●
募
集
期
間

（
現
寸
図
・
墨
付
）　

11
月
８
日
か
ら
18
日

（
加
工
・
組
立
）　

11
月
８
日
か
ら
12
月
９
日

●
申
込
方
法　
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
郵
送
又
は
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
（
募
集
締
切
日
必
着
）

＊
受
講
申
込
書
は
当
校
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
詳
細
は
当
校
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Hh
ttp

s://w
w

w
.p

ref.ao
m

o
ri.lg.jp

/
sosh

iki/san
gyo/h

i-gisen
/h

i-gisen
_

zaisyokusya_01 .htm
l

問
弘
前
高
等
技
術
専
門
校　

在
職
者
訓
練
担
当

☎
３
２
・
６
８
０
５ 

F
３
５
・
５
１
０
４

必
ず
チ
ェッ
ク
最
低
賃
金
！
使
用
者
も
、労
働
者
も

青
森
県
最
低
賃
金
改
定
の
お
知
ら
せ

①
青
森
県
最
低
賃
金
が
改
定
さ
れ
ま
す
。
金
額
等

は
次
の
と
お
り
で
す
。

時
間
額　

９
５
３
円
（
令
和
６
年
10
月
５
日
）

②
改
定
前
の
青
森
県
最
低
賃
金
（
８
９
８
円
）
か

ら
55
円
の
引
上
げ
と
な
り
ま
す
。

③
青
森
県
最
低
賃
金
は
、
青
森
県
内
で
働
く
全
て

の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

④
製
造
業
と
小
売
業
の
一
部
に
は
、
特
定
（
産
業

別
）
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑤
青
森
労
働
局
長
の
許
可
な
く
青
森
県
最
低
賃
金

額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
は
、

最
低
賃
金
法
違
反
と
な
り
、
罰
則
規
定
（
罰
金

額
50
万
円
以
下
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

⑥
業
務
改
善
助
成
金
に
つ
い
て
は
、｢

業
務
改
善

助
成
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー｣
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

☎
０
１
２
０
・
３
６
６
・
４
４
０

⑦
最
低
賃
金
引
上
げ
に
向
け
た
支
援
策
、
そ
の
他

相
談
に
つ
い
て
は｢

青
森
働
き
方
改
革
推
進
支

援
セ
ン
タ
ー｣

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
０
８
０
０
・
８
０
０
・
１
８
３
０

⑧
詳
し
く
は
、
青
森
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

Hh
ttps://jsite.m

h
lw

.go.jp/aom
ori-

roudoukyoku/hom
e.htm

l

問
青
森
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
１
７
・
７
３
４
・
４
１
１
４

労
働
委
員
会
委
員
に
よ
る
労
働
相
談
会

　

個
々
の
労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
に
生
じ
た
労

働
問
題
（
解
雇
・
賃
金
引
下
げ
・
長
時
間
労
働
・

パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
）
に
つ
い
て
、
青
森
県
労
働
委
員

会
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
開
催
日
時
及
び
場
所

11
月
５
日
（
火
）
13
時
30
分
か
ら
15
時
30
分

11
月
17
日
（
日
）
10
時
か
ら
12
時

12
月
３
日
（
火
）
13
時
30
分
か
ら
15
時
30
分

12
月
15
日
（
日
）
10
時
か
ら
12
時

青
森
県
労
働
委
員
会
（
東
奥
日
報
新
町
ビ
ル
４

階
）

●
対
象
者　
県
内
の
労
働
者
・
事
業
主

●
対
応
者　
青
森
県
労
働
委
員
会

＊
青
森
県
労
働
委
員
会
と
は

　

青
森
県
の
行
政
機
関
の
一
つ
。
労
働
問
題
に
つ

い
て
専
門
的
知
識
を
持
つ
、
公
益
委
員
（
弁
護
士

等
）、
労
働
者
委
員
（
労
働
組
合
役
員
等
）、
使
用

者
委
員
（
会
社
経
営
者
等
）
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
中
立
・
公
正
な
立
場
で
労
働
問
題
を
解
決
す

る
。

●
そ
の
他　
・
費
用
無
料
、
秘
密
厳
守

　
　
　
　
　

・
随
時
受
付
（
予
約
優
先
）

Hh
ttp

s://w
w

w
.p

ref.ao
m

o
ri.lg.jp

/
soshiki/roi/roi-sodankai.htm

l
問
青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
１
７
・
７
３
４
・
９
８
３
２

F
０
１
７
・
７
３
４
・
８
３
１
１

大鰐町長杯グラウンド・ゴルフ交歓大会成績結果
令和６年９月13日（金）開催の大鰐町長杯グラウンド・ゴルフ交歓大会の成績結果が下記のとおり決定しました。

最優秀選手　　石岡　正樹　　弘つ愛

●男子の部
順位 氏名 団体名 打数

1 石　岡　　正　樹 弘 つ 愛 79
2 奈　良　　貞　雄 青 森 市 80
3 古　川　　壽　晴 平 川 市 81
4 金　沢　　　　泉 つがる市 81
5 山　口　　正　明 大 鰐 町 82
6 岩　淵　　順　一 平 川 市 85

●女子の部
順位 氏名 団体名 打数

1 西　村　　恵　子 波 岡 84
2 福　嶋　　せつ子 岩 木 84
3 鳴　海　　サツエ 平 川 市 85
4 小田切　　恵　美 平 川 市 86
5 中　村　　悦　子 黒 石 市 88
6 佐　藤　　春　美 弘 前 市 88
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●広報おおわには町のホームページでも公開しています　【URL】 http://www.town.owani.lg.jp/
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発
行
　
大
鰐
町
役
場
（
〒
〇
三
八
―
〇
二
一
一
　
青
森
県
　　
　
　
南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
大
鰐
字
羽
黒
館
五
番
地
三
）　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
　
総
務
課
　
☎
〇
一
七
二
―
四
八
ー
二
一
一
一

わになって みんなポカポカ 大鰐町

　９月29日に行われた町
の総合防災訓練の様子で
す。写真は、建物火災防ぎょ
訓練で火災現場から要救助
者を救出するため放水を
行っているシーンを捉えた
ものです。
　当日は、地震や土砂災害
を想定したさまざまな訓練
を行い、有事の際に備え、
関係機関が動きを確認しま
した。

４月から実施している、弘前大学協働事業「町職員 ×
弘前大学生　大鰐未来づくりプロジェクト」より、７月
号から月１回、弘前大学生が大鰐町を見て、触れて、感
じたことについてのコラムコーナーがスタートしました！

第５回は、飯田　荘（いいだ　そう）さんが温泉の魅
力を語ってくれます！

弘前大学生コラムコーナー

第５回目テーマ

私にとっての温泉

　温泉。それは青森県とは切っても切れぬ関係のものです。私は生
まれも育ちも青森で、小さいころから両親に連れられ、温泉に通っ
ていました。そして、大学に進学した際に、初めて県外出身の友人
と温泉に行くことになったのですが、なんと友人はシャンプーやボ
ディソープなどが浴場内にあると思い込んでおり、それらを持って
きていませんでした。聞けば、彼の地元の温泉にはそれらが備え付
けで置いてあり、自分で持っていく人はいないそうです。この認識
の違いは、小、中、高と地元の人間としか接してこなかった私にと
っては考えもしないことでありました。
　温泉は、私にとって安らぎを得る場所でもあるが学びを得る場所
でもあります。そんな温泉が数多く存在する大鰐町は、特に私にと
っては魅力的な町となっています。春から大鰐町の歴史なども調べ
るうちに新たな魅力にも気づくことができました。弘前大学では大
鰐町と共同で町の未来を考える授業があります。この貴重な経験を
噛みしめ、この町について私ができることを精一杯していきます。

★１歳の記念に写真を掲載してみませんか？（12月号掲載）
●対象
　令和６年10月から12月に１歳の誕生日を迎える町内在住のお子さん
●掲載内容
　お子さんの写真・氏名（ふりがな）・生年月日・住所（町内名のみ）
●応募方法
①お子さんの写真データ１枚（５ＭＢ以内）
②お子さんの氏名（ふりがな）・生年月日・性別・住所（町内名のみ）、保護者氏名、連絡先、40文字以内のコメント（お子さんに向け

てのひと言など）を記入したもの
◎①、②を11月12日（火）【※必着】までにご応募ください。Ｅメールでの応募の際は、件名に『子どもの写真』と記入をお願いします。
※なお、件名の記入や必要事項に漏れがあると掲載できない場合がありますので、ご注意ください。

■お問合せ・ご応募先　大鰐町総務課広報担当　☎48・2111（代表）　Ｅメール　koho@town.owani.lg.jp

わが家のめごこを募集します
10月～12月に１歳の誕生日を10月～12月に１歳の誕生日を
迎えるお子さんを募集します。迎えるお子さんを募集します。

次回は12月号への掲載となります。次回は12月号への掲載となります。


